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令和7年1月6日

高等裁判所事務局人事課長殿

裁判所職員総合研修所

事務局企画研修第一課長
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令和6年度研修計画協議会の事前配布資料について

（事務連絡）

標記の事前配布資料として下記の資料を送付しますので、貴庁管内の協議員に交

付してください。

記

令和6年度研修計画協議会日程表

令和7年度研修実施計画（案）についての説明

令和7年度研修実施計画（案）

令和7年度裁判所職員（裁判官以外）研修のイメージ

令和7年度研修実施計画・令和6年度研修実施状況一覧表

司法研修所との合同実施状況一覧表（令和2年度～令和6年度）

令和6年度研修計画協議会説明要旨（令和6年度研修実施結果）
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【機密性2】 資料1

令和6年度研修計画協議会日程表

令和7年1月9日（木）

時刻 内容

13:25

13:30

16:30頃

事務連絡

所長挨拶

1 令和6年度研修実施状況報告・令和7年度研修実施計画説明

2意見交換

(適宜休憩）

所長挨拶

終了



醜 塞愚-歯壷
【機密性2】

令和ワ年度研修実施計画(案)についての説明

剛
謹
悩R6. 1 2裁判所職員総合研修所



御説明の内容 【機密性2）

第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

l研修等における重点事項一

2三つの取組一

①研修実施方法の多様化

②研修の有機的結合･融合

③職員の業務遂行及び研さんの支援一
■■■■■■■■■■■■■

第2研修実施事務の簡素｡合理化一

第3令和6年度の研修実施計画からの主な変更点一
｜

＊この資料では、ウェブ会議を利用した研修を単に「リモート」と、研修及び研究会を併せて
「研修」 と表記しています。
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に黙霧勧-鰯2
【機密性2】第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

1-1研修等における重点事項

より良い裁判を実現し、裁判所の機能を維持・発展させていくためには、職員が本来の役割・職務に注力して専門性を生かす

ことが可能な事務処理態勢を構築するとともに、一人一人の職員がこれからの裁判所で飴要とされる専門性を身に付けられるよ

うに育成を図る鎚要

これからの時代を見据えた業務改革が進む中、デジタル時代の「新しい裁判所」を担う人材の育成を進めていくことも必要

【R2.6.26ペーパー】

これらの観点を踏まえ、総研では、研修等における重点事項を次のとおりとしている

裁判官を含む各職種間で

の相互理解と連携・協働
の強化

状況の変化に対応し、 自

律的に執務を遂行するこ

とがて、きる職員の育成

各職場のOJTとの効果
的な連携

社会経済情勢の変化や法

令改正等への的確な対応

養成課程・中央研修等て、は、 これらの観点に基づくカリキュラムを実施

●



卿垂｡-磯
【機密性2】第|_宣習 岳つの取組《改善の方向性）

研修等における重点事項

近時の裁判所職員をめぐる情勢

組織課題(組織見直し等） 働き方の多様化
一●、●

タルツールの轄備フーソ

▼

三つの取組(改善の方向性）

一一

仁．

’

1－－基職軍の業務遂行
筐一→ 及び研さんの支援
■塁

②研修の有機的

結合･融合[． [．

■

＊ これらの取組とは別に、養成課程や各研修において、踏要に応じてフェーズ3に向けたカリキュラムを実施



霧蓉-鰯3
【機密性2】第i令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

1-2-①研修実施方法の多様化
（ |） リモート化の状況と今後の方向性

R4. 1O RE

一人1台の書記官養成課程用PC(USB=
型モパイルルータ）整備 ロ

人に
備
庁
整
日

施
ｊ
実
続鍵習で事件情報取扱い可能なスタンドア

Cを二～三人に1台整備

台の新研修用PC(J･

窪R6．7

－人Iムロ

モバイル

研
函 R5. 10 ,

全職員にM365導入

J-NET回線増強

修生用PC

夕）整備
R4．9

中央研修用PC利用開始

R4.7

中央研修 台の調査官穫成課程用
J-NET接続）整備

用PC整備

● ●
－一

ノー

R4.9～R5.3

計26本の中央研修のう．ち14本の研修の全

川 I

R6．4～R7.3 w

計47本の中央研修のうち33本の研修の全部

R5．4～R6.3 I

計45本の中央研修のうち29本の研修の全

部又は一部をリモートで実施部又は一部をリモートて●実施 又は一部をリモートで実施予定

○これまで、講演・講義系の科目を中心にリモート化

これまでの実績を踏まえて、 共同研究系を含めてリモート化を更に推進○今後は、
○ただし、 人間関係構築の意義の重要性（参集型のメリット）も十分に考盧

＊新型コロナ感染症の5類移行後は、行政府省庁等も参集型研修を一定程度復活する傾向

▼
○リモート研修の実績から得た知見を基に､参集･リモートのメリデメを改めて整理し､個々の研修ごとに、参集・リモート。ハイブ

リッド等の各手法の的確な選択。組合せを検討
○リモート化部分につき､デジタル時代の研修の在り方も検討（「(2)リモートによるメリットの最大化の検討」御参照） ●



－

蝿 霧勧-蝋，
【機密性2】

第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

丸-2-①研修実施方法の多様化
(2) リモートによるメリットの最大化の検討

『移動ロス』なく研修を受けることができるリモート研修のメリット
一
一

人員配置の最適化や集

約化を踏まえた業務の
安定性・継続性

若手職員を中心とする 執務に制約のある職員
（育児．介護等）の増加と柔軟な働き方に対する

意識の強まり 研修の飴要性

単なるリモート化ではなく、 リモートのメリットを最大化した

＜研修実施方法の多様化＞を進める

具体例

○参加者全員が参集又はリモートのいずれかだけでなく、各職員の個別事情に応じて、参集部

分へのリモート参加を拡大（次スライド御参照）

○複数日にまたがる研修の連日開催や、一律の開始。終了時刻等を見直し、 日程を柔軟化
5



畷 垂亀-醐豊
【機密性2】第1令和7年度の三つの取組(改善の方向性）

1-2-①研修実施方法の多様化
(3) （具体例）研修の参集部分へのリモートでの参加の試行

’令和6年度 令和7年度

参集が困難な事情（育児・介護等）のある職
員への研修参加機会の拡充の飴要性の高まり ○令和6年度の試行を踏まえた研修効果等

の検証

○研修事務担当者の負担等にも配盧しつつ、

参集部分へのリモート参加を認める範囲を

▽ し
令和6年度の中間管理者研修Iにおいて、参
集部分へのリモート参加を試行 拡大の方向で検討

一－

F
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畷 韮懲-iaZ
【機密性2】I令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

1-2-②各研修の有機的結合｡融合
第1

組織見直し等の裁判所の課題
への的確な対応

近年の研修の新規増設。今後
の研修需要の増大の見込み

研修の合理化・効率化

各研修の最適化が急務

▼

○単純な既存の研修の廃止･新たな研修の設置や､単純な既存の研修の統合ではなく､近時の裁判所を取
り巻く情勢の変化に即応した研修とするため､各研修の有機的な結合･融合を目指す

○「I+1=2｣て、はなく、「|+i≧3｣のシナジー効果が生ずる結合･融合を狙う

●



雲曇-鰯，
【機密性2】第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

1-2-②各研修の有機的結合･融合
(具体例）

組織見直しにおける「チーム所長」の実現に資す 裁判部の充実・強化に資する新任幹部職員の研究

る幹部職員の研究会の有機的結合・融合 会の有機的結合． 融合

(例2） 次席官職の研究会(例I ） トップ。3官職の研究会

次席書記官

研究会

次席家裁調査官等

研究会

首席書記官研究会
(第1回・第2回）

首席家裁調査官
研究会(第2回）

事務局長研究会

(第｜回・第2回）

L ソノL

Y Y

有機的結合･融合 有機的結合･融合

し現段階における令和7年度についての具体的な検討の内容は､スライド12のとおり

＊令和8年度以降に、 「将来を担う世代の活力発揮」に資する研修（係長級含む。 ）の有機的結合・融合を検討 8



恥匂i恥
【機密性2】第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性）

'-2-③職員の業務遂行及び研さんの支援

職員の自己研さんの意欲に応え、一人一人の職員

が成長できる環境を整える幽要性

職員がスムーズに担当業務に習熟し、業務を遂

行できるように支援する於要性

鵜研としてもこれ王で以上腱職蘆の業務遂行．,成長の支援に取り組む必要性個々の研修の実施のみでは不十分であり、

職員が支援を踏要とす畳ときに、適切な支援を得られる環境を整備

研修資料・

教材を
動画の

オンデマンド

配信

研修の

同時配信

（傍聴）
So-Lqbに

掲載

研修終了後､一定期間経過後の
ｱﾝｹｰﾄの実施･M365の機能を
活用したﾌｫﾛｰｱﾂプ等

「研修のﾄビﾗ」

実務講義案の掲載等
｢少年実務を担当されるあなたへ」

｢4分以内（よんぷんいない）」等
家事実務研究会

少年実務研究会等

,きるように取り組むとともに、職員の業務や学びに有用な資料 ｡教材を提供て

職員が飴要な資料等にアクセスしやすくなるようなSo-LObのUIデザインの実現に一層取り組む



照第1令和ﾜ年度の三つの取組(改善の方向性） ‐

★I-2-③職員の業務遂行及び研さんの支援

今後の展望項目

共同討議部分の傍聴は、研修参加者の自由な発言への心理的な影響が生ずる可能性もあるため、

引き続き、講義系科目を中心に傍聴の拡大を図っていく。また、傍聴の可否においては講師の

意向が大きいことから、研修参加者以外の傍聴を認めることが有益なものについては、講師に

対して傍聴が可能となるように働き掛けを実施

研修の同時配信（傍聴）の拡大

オンデマンド配信の可否においても講師の意向が大きいことから、研修参加者以外の視聴を認

めることが有益なものについては、講師に対してオンデマンド配信が可能となるように働き掛

け.を実施

フォローアッフ。については、費用対効果やバランス等を意識しつつ、可能なものから拡大を

図っているが、研修効果の持続や深化のためにも有効な手法であり、現に実施した研修に係る

アンケート結果からも前向きに捉える感想が大半。引き続き、フォローアップの実施形式も含

め、有用な方法を模索

オンデマンド配信の拡大

フォローァップの拡充



鯉露③""E
【機密性2】■第2研修実施事務の簡素･合理化

【将来予測と現状の問題点】

○近年の研修の新規増設・今後の研修需要の増大の見込み ○研修実施方法の多様化への対応による事務の増大
し研修の充実．強化に向けた更なる要請 惨リモートと参集のブレンドにより実施事務が倍増

研修実施事務の簡素。合理化を推進し、
問題状況に適切に対応していくための『余力を創出』

▼

これまて、実施した方策 更なる取組

これまで実施した方策の効果検証

1．文書の見直し
高裁との意見交換を行い、更に見直しを行うことで、研修事務担当

者及び研修員の利便性を図る総研所長名義の通達→課長名義の事務連絡へ

研修の参加が困難になった場合の地家裁所長名義の
｢上申」及び高裁長官名義の「副申」を廃止

｜ 合理化第二弾 ｜’Ⅱ、研修結果報告の簡素化

・総研規程を改定し、高地家裁から総研への報告の一

部を廃止するとともに、研修結果報告を簡素化

Ⅲ．M365の活用

○中央研修の研修資料のペーパーレス化（試行）

○高地家裁からも合理化の意見・アイデアを出してもらい、現場の
研修事務担当者のニーズに合った合理化を図る

研修ごとに総研及び研修参加者チームを作成し、研

修に関する情報を共有
各種届出について積極的にFormsを活用

惨高地家裁のアンケ
換を実施し、更なる

一卜結果を踏まえて、総研及び高裁との意見交
簡素・合理化を押し進める

●



鯉恥-趨壷
【機密性2】■第3令和6年度からの研修実施計画上の主な変更点

’ 変更理由・検討内容等変更の内容研修名

29裁判部企画官任命前研修

I追加 1 '，訟廷管理係長研‘L

首席書記官研究会

1重調’‘蟇蕊雪鰯雲ゞ
事務局長研究会

■菫言■’3鱸臺謬聴査ゞ
等研究会

"‘蕊蕊裁判所調査ゞ

■夏罰‘繍灘喜冨）

追加

結合

融合

結合

融合

日程

変更

R6は計画外で実施予定であるが、引き続き実施
する必要があるため、計画に追加

研修実施計画に追加

有機的結合・融合を行い「トップマネジメント研
究会」とする
※首席家庭裁判所調査官については一部単独実施部分あり 組織見直しを踏まえた幹部職員の職種間の相互理

解と連携・協働の強化

有機的結合・融合を行い「裁判部ゼネラルマネジ

メント研究会」とする
※一部単独実施部分あり

裁判部ゼネラルマネジメント研究会の新設に合わ

せてカリキュラムを整理した上、同研究会に近接
した時期に変更

実施時期を9/18～|9→II/28に変更

次席家庭裁判所調査官等研究会の実施時期変更に

伴い、実施時期を変更 ，
実施時期を｜ |/27～l l/29→12/3～12/5に変更

'2



霧心|-EL
【機密性2】鶏

一
■
３
川
刀
６
８
旧

■

回数

変更

人員

変更

リモー

ト化

リモー

ト化

令和6年度からの研修実施計画上の主な変更点

変更の内容 変更理由・検討内容等研修名

現場の負担軽減等の観点から、全3回が適切な回
数て、あると判断

全4回→全3回実施民事実務研究会

R5年度以降、約50人で実施しており、実体に合
わせた。

研修指導研究会(第1回） 参加人員約40人→約50人

参加対象者の増加への対応参加人員各回約80人→各回約'00人中間管理者研修I

取り上げるテーマの内容、研修参加機会の付与、

参加者や現場の負担軽減等の観点から、全面リ
モートで実施

令和7年度については全面リモートで実施

参加人員約40人→約50人

家庭裁判所調査官
特別研修（第3回）

研修参加機会の付与、参加者や現場の負担軽減等
の観点から、全面リモートに変更

全面リモートで実施速記官中央研修

講義系科目をリモートで、討議系科目を参集で実
施

参加者や現場の負担軽減等の観点から、講義系科
目をリモート化

係長等（人事担当）研修

'3



照 参③-鰯渥
【機密性2】■第3令和6年度からの研修実施計画上の主な変更点

’ 変更理由・検討内容等変更の内容研修名

１
１
１

l璽繍鬘；÷

I'鳳棡管理者研修’

1ｺ蟇蕊壽菫蟄薔宇査ゞ

研修参加機会の付与、参加者や現場の負担軽減等
の観点から、全面リモートに変更

リモー

ト化
全面リモートで実施

研修参加機会の付与、参加者や現場の負担軽減等
の観点から、全面リモートに変更

リモー

ト化
全面リモートで実施

今後の家族法制の施行に向けた検討状況や家裁調
査官をめく、る諸情勢等を踏まえ、関係部局との調

整を含め検討

リモノ七一

卜化を

検討
全部又は一部のリモート化の可能性あり

'4



＄

資料3【機密性2】

令和7年度研修実施計画 (案）
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裁判所職員総合研修所
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第1研修

1中央研修

（1）業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修

1

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

1

家事実務研究会

※司研合同

家事事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ｡

7． 11． 5（水）
～11． 7(金）

(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約
100

家裁で家事事件
を担当する書記
官、家裁調査官

2

少年実務研究会

※司研合同

少年事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、 もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ｡

ｊ
ｊ
水
金
Ｉ
く
０
２
１
１

●
●

９
９
孔
へ

(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約
100

家裁で少年事件
を担当する書記
官、家裁調査官

3
民事実務
研究会

第1回

※司研合同

第2回

※司研合同

を検討中

第3回

民事事件の運用上の諸
問題について研究及び

討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ◎

ｊ
ｊ
月
火
Ｉ
く
６
７
１
１

●
●

６
６
価
へ

(リモート）

7.12. 5(金）
(リモート）

8. 2.20(金）

(リモート）

2日

1日

1日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

裁判所職員
総合研修所

約50

■■■●●D■■■■●●●

約50

約50

高・地・簡裁で
民事事件を担当
する書記官

4

刑事実務研究会

※司研合同

刑事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する 。

ｊ
ｊ
月
火
く
く
６
７
１
１
６
６
私
一

(リモート）

2日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約60
高・地・簡裁で
刑事事件を担当

する書記官

5

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、もって適

正かつ迅速な審理、判
断に資する｡．

ｊ
ｊ
水
木
Ｉ
く
１
２

●
●

０
０
１
１
孤
一

(リモート）
2日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

約50
家裁で後見関係
事件を担当する
書記官
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

6

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

DOOoeDc●cc､●●●09●DDQeeq

第2回

■■■●■■■■■■■■■■■●●■■■●■■

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ｡

7. 10. 14(火）
～10.16(木）
(リモート）

水
金
Ｉ
Ｉ
３
５

２
２
１
１
Ｚ
一

8． 1．21（水）
~1.23(金）

(リモート）

3日

3日

3日

裁判所職員
総合研修所

約50

､●■■■■■■■■■■■

約40

､●■■■G●■■■■■ゆ

約50

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前

の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

7
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ｡

１
ｊ
火
金
く
く
１
４

７
７
乳
へ 4日

裁判所職員
総合研修所

未定

家裁調査官任官
後、 3年以上経
過した者のうち

家庭裁判所調査
官実務研修又は
家庭裁判所調査
官応用研修を終
了していないも
の

8 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問

題に関する理解を更に
深めさせるとともに、
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る ◎

ｊ
ｊ
水
木
く
く
５
６
２
２

●
●

６
６
Ⅵ
一

(リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

約20

速記官（速記管
理官及び速記副
管理官を除
く。 ）

9 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に、前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う ◎

8． 2．25（水）

～2．27(金）
3日
裁判所職員
総合研修所

未定 執行官

10 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

7． 5．20（火）

～5．23(金）
4日
裁判所職員
総合研修所

未定

令和6年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者



イ事務局事務に関するもの
（ア)管理職員及び中間管理職員を対象者とするもの

(イ)中間管理職員を対象者とするもの

’

(ウ)管理職員以外の職員を対象者とするもの

3

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

11
研修指導
研究会

第1回

■■■■■■■q●e■■●■■■●｡■■■●日

第2回

高裁委嘱研修、各庁委
嘱研修及び自庁研修の
指導者を養成する。

ｊ
ｊ
水
金
ｌ
く
８
０
２
３

ｃ
●

５
５
弧
へ

ｊ
ｊ
月
水
く
Ｉ
１
３

●
●

２
２
１
１
孤
一

(リモート）

3日

3日

裁判所職員
総合研修所

約50

I■■●e■■■■●■■■

約50

次席書記官、総
括主任書記官、
主任書記官、訟
廷管理官、訟廷
副管理官、裁判
員調整官、裁判
部企画官、次席
家裁調査官、総
括主任家裁調査
官、主任家裁調
査官、総括企画
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
専門官

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

12
実務指導
研究会

民事

刑事

家事

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 。

①7． 5． 9（金）
（リモート）
②7. 5.14(水）

①7． 5． 9（金）
（リモート）

②7. 5.15(木）

①7． 5． 9（金）
（リモート）
②7. 5.15(木）

2日

2日

2日

裁判所職員
総合研修所

約50

､■■■■■■■■■■●■

約50

､、■｡｡●●●■●｡●●

約40

書記官ブラッシュ
アップ研修の講
師となる予定の
者

13
情報セキュリティ
研 修

各庁において、情報セ
キュリティインシデン
ﾄ対応の責任者や職員
の情報セキュリティリ
テラシー向上の旗振り
役を担う管理職員に対
し、専門知識や最新の
知見を習得させる。ま

た、事例検討などを通
じて、実際に情報セ
キュリティ事故が発生
した場合の対処能力等

の向上を図り、情報セ
キュリティ事故を未然
に防止するための方策

の立案・実施に向けて
考える力を身に付けさ
せる ｡

7. 11. 19(水）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

０
０
６
８
約
一
助する者（管理
職以上の者）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

14

係長等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ◎

①7. 9.24（水）
（リモート）
②7. 10. 2(木）
～10． 3(金）

3日
裁判所職員
総合研修所

約50

高・地・家裁本
庁の総務事務を
担当する係長、
専門職



ウ管理業務に関するもの

4

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

15

係長等

（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。

①7. 10.14(火）
(リモート）

②7. 11.5(水）
~11.6(木）

3日
裁判所職員
総合研修所

約70

高・地・家裁本
庁の人事事務を
担当する係長、
専門職

16

係長等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。 ．

①7. 11.11(火）
～11.12(水）

(リモート）
②7. 11.17(月）
~11.18(火）

4日
裁判所職員
総合研修所

約60

高・地・家裁本
庁の会計事務を
担当する係長、
専門職又は営繕
専門職（最高裁

を含む。 ）

17
訟廷管理係長
研 修

訟廷管理係長として職
務を遂行するために必
要な知識及び技能を付

与することにより、執
務能力の向上と職務意
識の高揚を図る。

7.5. 16(金） 1日
裁判所職員

総合研修所
約20

令和7年4月1
日付けで訟廷の

管理係長に任命
された者

18
研修事務担当者
研 修

研修の企画、実施等に
必要な知識及び技能を

付与することにより、
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修、
各庁委嘱研修及び自庁
研修の充実を図る。

7. 6. 11(水）
～6. 12(木）

2日
裁判所職員
総合研修所

約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長､専門職、
主任

19
情報処理
研 修

情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指

導的役割を果たす者を
広く養成する。

7. 9. 18(木）

(リモート）
1日
裁判所職員
総合研修所

約
100

情報化の推進に
指導的役割を果
たすことが期待
される行（一）

職員（家裁調査
官を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

20

トップマネ
ジメント

研究会

第1回

第2回

トップマネジメントに
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

7. 9. 16(火）
(リモート）

7． 9．29(月）
(リモート）

1日

1日

裁判所職員
総合研修所

約
280

約
卵

地・家・簡裁の
首席家裁調査
官、首席書記
官、事務局長
(全員）

地・家・簡裁の
首席家裁調査
官、首席書記
官、事務局長

21

首席

家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

7. 9. 1(月）
～9． 2(火）
(リモート）

7. 11. 11(火）
～11. 12(水）

(参集又はり
モート）

2日

2日

裁判所職員
総合研修所

8

約
帥

高裁所在地の首
席家裁調査官

首席家裁調査官
(全員）



5

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

22

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

①7. 5.20（火）
（リモート）
②7． 6． 5(木）
～6． 6(金）

(リモート）

3日

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

未定

次席書記官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官(次席家裁
調査官の経験が
ある者)､次長

23

裁判部
ゼネ ラ ﾉレ

マネジメント
研究会

次席家裁調査官、次席
書記官又は総括主任家
裁調査官として必要な
指導監督に関する研究
を行うことにより、管
理能力の向上と意識の
高揚を図る。

7. 11.27(木）

(リモート）
1日
裁判所職員

総合研修所
未定

地･家･簡裁の次
席書記官(地裁
の次席書記官の

併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む。 ）、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

24 次席書記官研究会

次席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、管理能力の向上と

意識の高揚を図る°

①7． 7． 8(火）
（リモート）
②7. 11.27(木）
（リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

未定

地･家･簡裁の次
席書記官(地裁
の次席書記官の
併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む｡）

25

次 席
家庭裁判所調査官等
研究会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに

より、管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

①7． 9． 8（月）
（リモート）
②7. 11.28(金）
（リモート）

2日
裁判所職員
総合研修所

未定
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

26 管理者研究会

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに、当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ｡

①7． 4． 15(火）
~4. 17(木）
(リモート）
②7. 4.21(月）
～4．22(火）

5日
裁判所職員
総合研修所

未定

新たに局長（高
裁を除く。 ）、次
長、事務部長、
首席書記官、次
席書記官、総括
主任書記官、首

席家裁調査官、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官、首席
技官(最高裁)、
次席技官(最高
裁)等に任命され
た者



(イ)中間管理職員を対象者とするもの

6

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

27
中間管理者
研修I

第1回

D●■p■■●■■■■■e■●■■■●岳■■■

第2回

､●■■■■●■■■■Gep●■■■●●■■■

第3回

D●■●■■■●●■■■G●●●■■●●、■■

第4回

中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る°

①7． 9． 4(木）
～9． 5(金）

(リモート）
②7. 10. 7(火）
～10． 8(水）

O●｡●●●｡｡●●●●｡●●●●、●●O･●●●●･･､●●q･OOOI

①7． 9． 4(木）
～9． 5(金）
(リモート）

②7.10. 9(木）
~10． 10(金）

●｡D●●●｡早■●●｡｡●●｡●、｡●｡･●D○○●●｡｡●｡●q●●I

①8. 1. 14(水）
～1． 15(木）
(リモート）
②8． 2． 3(火）
～2． 4(水）

●●●●甲｡●、｡●｡●●●DOC●●●｡●●●●、｡●O●●｡●OG●4

①8. 1. 14(水）
~1. 15(木）

(リモート）
②8． 2． 5(木）
～2． 6(金）

各
4日

裁判所職員
総合研修所

約
100

■■■●■■■a●●■■■

約
100

■●g●●■■①e●､■■

約
100

､､●｡●｡■●■■｡●■

約
100

昇任後おおむね

7年未満の主任
書記官若しくは
主任家裁調査
官、速記管理
官、速記副管理
官、課長補佐、
専門官、班長又
は主任技官の職
にある者

28
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高

い識見及び管理技法を
習得させることによ

り、職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 。

①7.10.21(火）
（リモート）

②7. 10.23(木）
~10.24(金）

(リモート）

①7. 10.21(火）
（リモート）
②7. 10.27(月）
~10.28(火）

(リモート）

各
3日

裁判所職員
総合研修所

未定

訟廷管理官、訟
廷副管理官、裁

判員調整官、裁
判部企画官、課
長、文書企画
官、企画官、首
席技官、営繕企
画官（最高裁）
又は昇任後おお
むね7年以上経
過した主任書記
官若しくは主任
家裁調査官の職
にある者

29
裁判部企画官
任命前研修

裁判部企画官として職
務を遂行するために必
要な広い視野と高い識
見を習得させることに
より、職務意識の高揚
を図る。

8． 3． 19(木）

(リモート）
1日
裁判所職員
総合研修所

未定

令和8年4月1
日に裁判部企画
官に任命予定の
者

30

主 任 ,
家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

7． 6．23（月）
～6．25(水）

(リモート）

3日
裁判所職員
総合研修所

未定 主任家裁調査官



2高裁委嘱研修

(1)業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修

7

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

31
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し、職務意織の高揚を
図る 0

7． 4． 4（金）

～4． 8(火）
3日
裁判所職員
総合研修所

未定

令和6年度裁判
所職員採用総合
職試験の合格者
で、新たに採用
されたもの

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

32
CA研修

実務試験

前期
研修

b己ら■■●●■■■●e岳■■■■■･●■■■

実務
研修

後期
研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

ｊ
ｊ
月
金
く
く
３
１
２
１

０
●

６
７
孤
一

ｊ
ｊ
月
金
Ｉ
く
４
５
１
１

由
●

７
８
弧
へ

7． 8． 18（月）
～9． 5(金）

15日

23日

15日

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員

総合研修所

未定

裁判所書記官任
用試験の第2次
試験に合格した
者

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

33

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求められ
る思考力・表現力等を

執務で十分に発揮でき
るよう、基本的資質・
能力を磨き、執務の質
の向上につなげる契機

とする。

7月から9月

までの間で実

施機関が適宜
決定

5日

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

書記官任用資格
取得後5年以上
の者（中間管理
者以上の者を除
く。 ）

34
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の諸
問題について研究及び
討議を行うことによ
り、調査実務の充実及
び改善に寄与させる。

実施機関が
適宜決定

3日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
主任家裁調査
官、家裁調査官

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

35

次 席

家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施する
委嘱研修及び高裁ブ
ロック研修の運営等に
ついて研究及び討議を
行うことにより、研修
等の充実及び改善に寄
与させる。

実施機関が
適宜決定

1日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官



(2)階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修

8

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

36 事務官専門研修

総務、人事、会計及び
裁判部の各分野につい
て、その事務を処理す
るために必要な専門的
知識及び技能を付与す
ることにより、中核的
役割を果たしている事
務官の執務能力の向上
を図る。

実施機関が
適宜決定

2～

3日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後7年以上
の行（一）事務
官（専門官以上
の職にある者を

除く。 ）又は営
繕専門職（最高
裁を含む。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備 考

37
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管理
能力及び管理技法を付
与することにより、中
間管理者としてふさわ
しい職員を養成する。

実施機関が
適宜決定

5日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに主任書記
官、訟廷管理
官、訟廷副管理

官、裁判員調整
官、裁判部企画
官、主任家裁調
査官、速記管理
官、速記副管理
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
首席技官、班長
（最高裁） 、主
任技官（最高裁
を含む。 ） 、地
裁本庁所在地に
ある検審局長等
に任命された者

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより係長としてふ

さわしい職員を養成す
る 。

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

未定

新たに係長に任
命された者又は
営繕専門職（最
高裁を含む。 ）

39
新任主任・調査員
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより、主任・調査
員としてふさわしい職
員を養成する。

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに主任・調
査員に任命され
た事務官及びそ
れと同等の者又
は営繕専門職



※2実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。

』】
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

40
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発見
と改善等について研究
及び討議を行うことに
より、仕事の進め方に
関する基本的な能力を
向上させ、中堅事務官
としてふさわしい職員
を養成する。

実施機関が
適宜決定

3日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後7年以上
10年未満の行
(一）事務官
(係長、専門職
以上の職にある
者及び書記官又
は家裁調査官の
任用資格を有す
る者を除く。 ）
行（一）技官

、

41
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ、動機付けを行うと
ともに、職務遂行能力
の向上を図り、事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

2月から3月

までの間で実
施機関が適宜
決定
※2

3日

※1

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定
採用3年目の行
(一）事務官
行（一）技官

、

42 事務官法律研修

通信研修及び面接研修
を通じて基礎的な法学
教育を行うことによ
り、資質及び事務処理
能力の向上を図る。

通信研修
実施機関が
適宜決定

面接研修．

実施機関が
適宜決定

9～

11日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

採用後1年以上
の行（一）事務
官（書記官又は
家裁調査官の任
用資格を有する
者、総合職(I
種、上級）試験
合格者等を除
く。 ）

43 新採用職員研修

国民全体の奉仕者とし
ての使命を自覚させる
とともに裁判所職員と
して必要な基礎的知識

を付与し、裁判所職員
にふさわしい心構えを

かん養する。

実施機関が
適宜決定

4日

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

新たに採用され
た職員（総合職
採用職員を除
く。 ）

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

44
トータルキャリア

研 修

高年齢層の職員が、定
年引上げ後も引き続き
その能力・経験を十分
に生かして職務を遂行
できるよう、意識啓発
を行い、今後の自分の
職務について考える契
機とする。

実施機関が
適宜決定

1日

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

未定

当該年度中に5
6歳に達する職

員（医（一）職
員を除く。 ）



3各庁委嘱研修

4研究

10

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

45
フォローアップ
セ ミ ナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ

せ、幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

①2月から3
月までの間で

実施機関が適
宜決定

②実施機関の
実情に応じ

て、①に定め
る日に加え、
実施機関が適
宜決定

3日

※1

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

未定

採用後1年程度
を経過した行
（一）事務官、
行（一）技官

46
フレシシ1

セ ミ ナー

職員として当面必要な
知識を付与し、職場へ
の円滑な定着を図る。

採用後勤務初
日及び2日目

2日

※1

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

未定
新たに採用され
た職員

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

47 合同実務研究

異なる職種の職員に裁
判所の職種間の連携・
協働に関する研究を共
同してさせることによ

り、実務の改善及び向
上に寄与させる。

7． 9

～8． 3
7月

研究員が
所属する
裁判所

未定
書記官、家裁調
査官等

48 書記官実務研究

書記官実務における諸
問題について、体系的
かつ実証的な研究をさ

せることにより、実務
の改善及び向上に寄与
させる。

7． 4

～8． 3
1年
裁判所職員
総合研修所

2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究

（指定研究）

同 上
（個人及び
共同研究）

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
させる。

7． 4

～8． 3

7． 7

～8． 3

1年

8月

研究員が
所属する

家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

研究員が
所属する
家庭裁判所

6

未定

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

(個人研究）
家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者
（共同研究）

家裁調査官



5委託研修

6自庁研修 〆
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番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上

(心身の鑑別につ
いての研究）

同 上
(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

7． 7

～8． 3

２
３
８
一

２
３
８
－

8月

1月

1月

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が

所属する
家庭裁判所

未定

3

3

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前

の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和6年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

番号 委託庁 名 称 人員

51 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

58 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

59 デジタル庁 情報システム統一研修 未定

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

60 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識、技能等を習得さ
せ、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務
する職員



第2協議会

12

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

61 自庁研修

職務遂行に必要な知
織、技能等を習得さ
せ、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

実施機関が適宜決定
最高裁、高地家
簡裁に勤務する
職員

番号 名 称 目 的 実施時期 期間 場所 人員 備考

62 研修計画協議会
研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議する。

8． 1． 8(木）
(リモート）

1日
裁判所職員
総合研修所

約30

高裁の次長
席書記官、

首
裁
些
尚

所在地の首席家
裁調査官（全
員）



第3養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程

13

番号 部 ． 期 実施時期等 期間 人員 備考

63
第 部
第 22 期

7. 4. 1(火） 入所

習
修
修
研

期
式
期

修
所
１

予
入
第

一
へ

ｊ
ｊ
ｊ

火
水
水

く
ｌ
く

１
７
７

４
５
５

7.22(火)～実務修習
10. 1(水)～第2期研修

8． 3．24(火） 修了

1年 未定

第一部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

64 第 二 部

第21期
（ 2年生）

第22期
（ 1年生）

6. 4. 1(月） 入所
4. 1(月)～予修期修習
5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～裁判事務修習
10.15(火)～第1期研修

7． 5． 7(水)～第2期研修
7.22(火)～実務修習
10. 1(水)～第3期研修
8. 3.24(火） 修了

7． 4． 1(火） 入所
4. 1(火)～予修期修習
5． 7(水） 入所式
5． 7(水)～裁判事務修習

10. 14(火)～第1期研修
8． 5．上旬～第2期研修
7．下旬～実務修習
10．上旬～第3期研修

9． 3．下旬 修了

2年

2年

127

未定

第二部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 備考

65 第 21 期

6． 4． 1(月） 入所

4． 1(月)～実務修習（予修期）
(4.4～8を除く。 ）

5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～前期合同研修
7. 16(火)～実務修習

7． 9. 16(火)～後期合同研修
8. 3.24(火） 修了

2年 54

令和6年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の

66 第 22 期

7． 4． 1(火） 入所

4． 1(火)～実務修習（予修期）
(4.4～8を除く。 ）

5． 7(水） 入所式
5． 7(水)～前期合同研修
7.22(火)～実務修習

8． 9． 中旬～後期合同研修
9． 3．下旬 修了

2年 未定

令和7年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の
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年

＊謡悠桑の面1F付1 .介配畏吐⑥吐中典研條_Oは忘越香堀_◇は各庁巷嘱研修､●は自庁研修を表す． （6.12.26総研）

･和7年度 令』 刺6年度

番号 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期 期間 人員 備考

1 ◎家事実務研究会(※） [ﾘ］7.11.5(水)～11.7(金） 3 約100 ﾘ]6.11.6(水)～11.8(金） 3 99

2 ◎少年実務研究会(※） [ﾘ]7.9.10(水)～9.12(金） 3 約100
h ﾘ］6.9.11(水)～9．13
金）

3 100

3 ◎民事実務研究会

第1回

（※）

第2回

（※）

第3回

[ﾘ]7.6.16(月)～6.17(火） 2 約50

[ﾘ]7.12.5(金）

[ﾘ]8.2.20(金）

各1

約50

約50

ﾘ]6.6.17(月)～6.18(火）

[ﾘ]6.10.7(月）

[ﾘ]6.12.6(金）

[ﾘ］7.2.21(金）

2

各1

50

57

53

約54

4 ◎刑事実務研究会(※） [ﾘ］7.6.16(月)～6.17(火） 2 約60 [ﾘ]6.6.17(月)～6.18(火） 2 58

5 ◎家事特別研究会(※） [ﾘ］7.10.1(水)～10.2(木） 2 約50 [ﾘ］6.10.2(水)～10.3(木） 2 50

6
◎家庭裁判所調査
官特別研修

第1回

第2回

第3回

[ﾘ]7.10.14(火)～10.16(木）

7.12.3(水)～12.5(金）

[ﾘ]8.1.21(水)～1.23(金）

各3

約50

約40

約50

[ﾘ]6.10.15(火)～10.17(木）

6.11.27(水)～11.29(金）

7.1.22(水)～1.24(金）

各3

51

38

約37

7 ◎家庭裁判所鯛査官応用研修 7.7.1(火)～7.4(金） 4 未定 6.7.2(火)～7.5(金） 4 43

8 ◎速紀官中央研修 [ﾘ]7.6.25(水)～6.26(木） 2 約20 6.6.26(水)～6.27(木） 2 16

◎総括執行官研究会(☆） －－ 6.7.2(火)～7.4(木） 3 21

9 ◎執行官実務研究会 8.2.25(水)～2.27(金） 3 未定 7.2.26(水)～2.28(金） 3 約20

10 ◎新任執行官研修 7.5.20(火)～5.23(金） 4 未定 6.5.21(火)～5.24(金） 4 19

11 ◎研修指導研究会
第1回

第2回

7.5.28(水)～5.30(金）

［ j]7.12.1(月)～12.3(水）

各3

約50

約50

6.5.29(水)～5.31(金）

［ )]6.12.2(月)～12.4(水）

各3

48

48

12 ◎実務指導研究会

民事

刑事

家事

ｆ
７
ｌ
ｆ
７
－
ｆ
７

j]7.5.9(金）

5.14(水）
j］7.5.9(金）
5.15(木）
ﾉ］7.5.9(金）
5.15(木）

各2

約50

約50

約40

)］6.5.9(木）
5.15(水）

)］6.5.9(木）
5.16(木）

j]6.5.9(木）
5.16(木）

各2

36

41

20

13 ◎情報セキュリティ研修 ［ )］7.11.19(水） 1 約60～80 )]6.11.20(水） 1 80

14 ◎係長等(総務担当)研修
［
7

ﾉ］7.9.24(水）
10.2(木)～10.3(金）

3 約50
D

D

I

j]6.9.25(水）
10.3(木)～10.4(金）

3 49

15 ◎係長等(人事担当)研修
［
7

ﾉ］7.10.14(火）
11.5(水)～11.6(木）

3 約70 6 10.15(火)～10.17(木） 3 69

16 ◎係長等(会計担当)研修
［
7

j]7.11.11(火)～11.12(水）
11.17(月）～11.18(火）

4 約60
［
6

)]6.11.12(火)～11.13(水）
11.18(月)～11.19(火）

4 64

17 ◎訟廷管理係長研修 7 5.16(金） 1 約20 6.5.17(金） 1 20

18 ◎研修事務担当者研修 7.6.11(水)～6.12(木） 2 約40 6.6.12(水)～6.13(木） 2 41

19 ◎情報処理研修
第1回

第2回

[ﾘ]7.9.18(木） 1 約100 [ﾘ］6.9.19(木）

[ﾘ］6.9.20(金）

各1

234

[ﾘ］6.9.20(金)を[ﾘ］6.9.19
(木)に変更

20 ◎ﾄｯブマネジメント研究会

第1回

第2回

[ﾘ]7.9.16(火）

[ﾘ］7.9.29(月）

各1

約280

約50

◎首席書記官研究会
第1回

第2回

[ﾘ］6.9.17(火）

6.9.30(月）

各1
[全］

30

[ﾘ]7.1.31追加､期間2日

21
◎首席家庭裁判所
調査官研究会

第1回

第2回

[ﾘ]7.9.1(月)～9.2(火）

[参orﾘ]7.11.11(火)～
11.12(水）

2

2

8

約50

D

I

)]6.9.2(月)～9.3(火）

)］6.9.17(火）

11.12(火)～11.13(水）

2

3

[全］

[全］ [ﾘ]6.9.17を[ﾘ]7.1.31に変更

◎事務局長研究会
第1回

第2回

, 1

Ｊ
１
6.9.17(火）

7.1.31(金）

' .2.14(金）

2

1

[全］

約24

[ﾘ]6.9.17を削除､期間1日

22 ｡管理者研究会(組織運営)(※)’
凸
”
●
■

j

j.
7.5.20(火）
7.6.5(木)～6.6(金）

3 未定
[ﾘ］6.5.21(火）
6.6.6(木)～6.7(金）

3 58

23
◎裁判部ゼネラルマネジメント

研究会
［ ）］7.11.27(木） 1 未定

24 ◎次席書配官研究会 ’
ｆ
ｒ
ノ

ノ．
７
７
7.8(火）

11.27(木）
2 未定

b j:
』．
6.7.9(火）
6.11.26(火）

2 59

25
◎次席家庭裁判所調査官等
研究会

ｆ
に
j]7
）］7
9.8(月）
11.28(金）

2 未定

p

D

P

j]6.9.9(月）
j]6.9.19(木)～9.20(金）

3 26

26 ◎管理者研究会
［
7

】］7.4.15(火)～4.17(木）
4.21（月）～4.22(火）

5 未定
［
6

j]6.4.16(火)～4.18(木）
4.22(月)～4.23(火）

5 140

27 ◎中間管理者研修I

第1回

第2回

第3回

第4回

［

7

）］7.9.4(木)～9.5(金）

10.7(火)～10.8(水）

[ﾘ］7.9.4(木)～9.5(金）
7.10.9(木)～10.10(金）

[ﾘ]8.1.14(水)～1.15(木）
8.2.3(火)～2.4(水）

[ﾘ］8.1.14(水)～1.15(木）
8.2.5(木)～2.6(金）

各4

約100

約100

約100

約100

［
6

)］6.9.5(木)～9.6(金）

10.8(火)～10.9(水）

[ﾘ］6.9.5(木)～9.6（金）
6.10.10(木)～10.11(金）

[ﾘ]7.1.15(水)～1.16(木）
7.2.4(火)～2.5(水）

[ﾘ]7.1.15(水)～1.16(木）
7.2.6(木)～2.7(金）

各4

83

79

約80

約80



． （☆)を付したものについては､隔年実施

･中央研修については､[ﾘ]→リモート､無印→参集､[参orﾘ]→参集･リモートの別が未定のもの
･令和6年度の人員のうち､［全]を付したものは､対象官職の職員全員が参加
･傭考欄には､令和6年度について当初計画から変更等があった内容等を記載

4 『和7年度 令和6年風

勝号 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期 期間 人員 備考

28 ◎中間管理者研修Ⅱ

第1回

第2回

[ﾘ］7.10.21(火）
[ﾘ]7.10.23(木)～10．24
(金）

[ﾘ]7.10.21(火）
[ﾘ]7.10.27(月)～10.28
(火）

各3

未定

未定

[ﾘ]6.10.22(火）
6.10.24(木)～10.25(金）

[ﾘ]6.10.22(火）
6.10.28(月)～10.29(火）

各3

70

69

29 ◎裁判部企画官任命前研修 [ﾘ]8.3.19(木） 1 未定 未定 1 未定

30 ◎主任家庭裁判所鯛査官研修 [ﾘ］7.6.23(月)～6.25(水） 3 未定 [ﾘ]6.6.24(月)～6.26(水） 3 44

31 ◎総合職採用職員初任研修 7.4.4(金)～4.8(火） 3 未定 6.4.4(木)～4.8(月） 3 75

32
◎CA研修実務賦
験

前期研修

実務研修

後期研修

7.6.23(月)～7.11(金）

7.7.14(月)～8.15(金）

7.8.18(月)～9.5(金）

15

23

15

未定

6.6.24(月)～7.12(金）

6.7.16(火)～8.16(金）

6.8.19(月)～9.6(金）

15

23

15

60

33 ○書記官ブラッシュアップ研修
7月から9月までの間で実
施機関が適宜決定

5 未定
7月から9月までの間で実
施機関が適宜決定

5 313

34
○家庭裁判所澗査官実務研

究会
実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 未定

35
○次席家庭裁判所鯛査官等

実務研究会
実施機関力 適宜決定 1 未定 実施機関力 適宜決定 1 未定

36 ○事務官専門研修 実施機関力 適宜決定 2～3 未定 実施機関力 適宜決定 2～3 未定

37 ○新任中間管理者研修 実施機関力 適宜決定 5 未定 実施機関力 適宜決定 5 未定

38 ○新任係長研修 実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 281

39 ○新任主任･鯛査員研修 実施機関力 適宜決定 3 未定 実施機関力 適宜決定 3 未定

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 未定

41 ○ステップアップ研修
2月から3月までの間で実
施機関が適宜決定

3 未定
2月から3月までの間で実
怖蝉間洲翁商'盲･津壼

3 未定

42 ○事務官法律研修
通信研修

面接研修

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

未定
実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

293

43 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 4 未定 実施機関が適宜決定 4 未定

44 ○トータルキャリア研修 実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関が適宜決定 1 未定

45 ◇フオローアップセミナー

①2月及び3月までの間で

実施機関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

3 未定

①2月及び3月までの間で
実施機関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

3 未定

46 ◇フレッシュセミナー 勤務初日及び2日目 2 未定 勤務初日及び2日目 2 未定

47 合同実務研究 7.9～8.3 7月 未定 6.9～7.3 7月 7

48 書記官実務研究 7.4～8.3 1年 2 6.4～7.3 1年 2

49

手～…BTfノUW奇一画云包々”U″巴

(指定研究）
同 上

(個人及び共同研究）

7.4～8.3

7.7～8.3

1年

8月

6

未定

6.4～7.3

6.7～7.3

1年

8月

6

10

50

家庭裁判所鯛査官関係機関
特別研究(家事及び少年関係
機関についての研究）

同 上

(心身の鑑別についての研究）
同 上

(更生保醗についての研究）

7.7～8.3

8.2～3

8.2～3

8月

1月

1月

未定

3

3

6.7～7.3

7.2～3

7.2～3

8月

1月

1月

16

3

3

60 ●高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

61 ●自庁研修 実施機関が適宜決定 実施械関が適宜決定

62 ◎研修計画協礒会 [ﾘ］8.1.8(木） 1 約30 [ﾘ］7.1.9(木） I 約30

63
替配官養成腺程
第一部

第22期 7.4.1(火)～8.3.24(火） 1年 未定 6.4.1(月)～7.3.25(火） 】年 231 令和6年度欄は第21期生

64
啓配官養成課程

第二部

第21期

(2年生）

第22期

(1年生）

6.4.1(月)～8.3.24(火）

7.4.1(火)～9.3月下旬頃

2年

2年

127

未定

5.4.1(土)～7.3.25(火）

6.4.1(月)～8.3.25(水）

2年

2年

93

127

令和6年度欄は第20期生

令和6年度欄は第21期生

65 家裁鯛査官養成課程第21期 6.4.1(月)～8.3.24(火） 2年 54 5.4.1(土)～7.3.25(火） 2年 53 令和6年度欄は第20期生

66 家裁鯛査官養成課程第22期 7.4.1(水)～9.3月下旬頃 2年
一

未定 6.4.1(月)～8.3.25(水） 2年 54 令和6年度欄は第21期生
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司法研修所との合同実施状況一覧表（令和2年度～令和6年度）

、

ウ

｜
’’

実施時期
(合間実施日数）

参加
人貝

研修等の名称
（テ－マ等）

備券単度

5/19～21

（1日IⅢ）

6/12～13
（1日IⅢ）

11/18～19

（1日Ⅱl】）

11/5

（1日間）

10/8

（1日IⅢ）
■●や■筈●旬■■ぬ■■｡■■

3/2，4，9， 15
の中で商城別に
各1日

管理者研究金（組織運営）
（支部遮蛍における本庁との連携について）
■■1■ーⅡ■－■‐●p■口毎4■■●や｡‐■｡‐ロロq■毎｡■｡‐Ⅱ■■I■■■■■‐ぬ1■■◆旬毎○や⑤■｡q■』■ロロq■Ⅱ■●ローﾛ■ロ凸■q■＝＝－■｡｡■D4■守輯■ローロロ■1■ロロ■‐Ⅱ■ロー■垂毎■や■‐m4■■｡●■■●■一寺■■ー字ロ■q■ーロロロq■Ⅱ

民事実務（脈舩）研究会
（民事立会部における澱判官と書記官との協働について）
一一一一 ÷一句や一争○争一＝字ニーローー1■■p－q■｡一日■－＝－＝－÷一一凸一一一＝‐■■q■CQ■＝｡●‐＝1■＝＝わ‐や‐■｡q■P‐廿令や 一一一一一一=＝＝4■｡■』■｡‐■＝■缶苧戸一一一'■●←q4■~陣一参与一一＝＝一■トー｡■q■1■Ⅱ■凸I■4■p由毎＝

刑事実務研究会
（刑事1F件における蚊判官と書記官の協働について）
‐一一一■4■－1■●1■1■｡●の一色‐‐｡｡｡一己己｡‐●‐ロ守口■D＝■■q■1■1■1■画1■一口色争■‐旬‐■Pや●4■■○毎●●ロー②⑨‐4■■卜p＝■1■ﾛ■4■I■Ⅱ■ー1■■I■‐1■■口●1■■の‐毎やp■D‐｡pP■‐■■‐4■ー■･I■1■■■q■ローq■＝つむ●

家事実務研究会
（家事事件における家庭城判所の機能充実に向けた職穂間遮挑、面会交流窃件における審理と潤壷）
章一一一＝＝■■一一一一●ロ■‐一一口－4■一｡ー－－0■＝1■q■ロロq■＝凸凸一一一■■ﾛ■D一一一一一一一一一4■ー－つウ心U■■■■■cPq■q■q■画凸q■口争■D‐＝e‐ー一 一一 －一一一一一q■■｡｡■ﾛ■■中■■■＝■凸■‐凸凸一一一■＝マーーーーー‐一

家事特別研究会
（基本計画を蹄まえた後見人等の選任の在り方、これからの報酬付与の在り方等）
1■q■凸Ⅱ■q■q■■■ロ缶■や■●q‐ｨ■■‐4■ｨ■轡や4■1■■q■ウロロ‐4■■1■＝1■I■■■q■－■●‐■■■‐■1■■毎1■1■ｨ■■●●■■‐｡■‐■■q■q■｡I■d■1■Ⅱ■■1■q■Ⅱ■Ⅱ■■■‐凸■‐‐1■ｨ■‐●■●■■今一旬ｨ■■‐■今■P‐■‐1■q■

少年実務研究会
（少年群判の搬能充実に向けた職種間連挑）

管理者研究会（組織運営）
（支部運営における木庁との連携について）
P－■4■‐＝一○■1■｡I■■■凸凸っ■■●1■旬＝＝口や■■‐や｡‐p4■■■q■1■■I■｡■』■車■4■1■■凸1■1■－■己毎毎1■○七今悼●全｡今や‐‐毎⑤■曙争寺甸■‐一向＝幸一4■4■4■■P4■■■1■1■｡■■年＝■■わ■ー＝｡‐■ー■~ぬー■●●や■亡■P●

民事実務（所舩）研究会
（民率立会部における袖判官と書記官との協働について）
垂一一一.■､－÷｡一一●一一一一一‐一参一凸一＝■‐＝②■‐■由■q■■■－凸一一●画一一一一一・q■●‐‐●令●わ÷q■ー－1■ﾛ■■ 4■｡■■一今今年一寺｡=一q■画一一一＝七一‐q■ー‐一一1■毎つ‐缶一ﾛ■。■b今今●‐q■一一 一一一一一一一．■一一・｡q■＝

刑事実務研究会
（刑蛎事件における蚊判官と番記官の協働について）
q■4■q■q■■■q■q■q■車ロﾛ■＝q■由q■1■q■－＝‐一口‐ロー‐や●‐｡こ‐●‐宇口■■I■－－q■■I■d■Ⅱ■■I■q■q■q■■I■1■－－q■凸I■－1■●■｡■q■凸I■一口凸■‐●1■■‐や‐‐‐●■■‐PP－■■‐‐二口』■｡－口1■ーⅡ■－‐■■｡■Cl■q■

家事実務研究会
（家那ﾘ『件における家庭蚊判所の機能充実に向けた職穏IIII述携、面会交流邪件における審理と湖壷）
－専一＝－－－今｡－－一一●‐今－4■毎句邑巳＝ｰ■4■■－.■＝ロー寺■■1■－■－－－■＝一一一勺一一一q■■名句●■‐イ■←毎句●●今一一一■■一一一一4■＝ー一口』■q■‐ロロd■＝1■＝‐凸一一一■告一一■①凸●＝一ヰーー一一一一一一一■■一一＝一一

家事特別研究金
（韮本計画を蹄まえた後見人等の選任の在り方、これからの祁酬付与の在り方等）
ヰーーニーーーーロー■ ■－ローーーローー■車ロー■ロロ･■凸ロローー■ 一一一口■‐一一厚＝ロニーーーd■■－－毎■ニロロニ戸ロローーロー■■凸､■缶一一一一＝■~一■毎⑤●ｨ■●‐■4■ｨ■●1■q■‐‐一一q■争凸ー■一一一口＝‐。ーロロ－1■

少年実務研究会
（少年審判の機能充実に向けた職稲川連携）

管理者研究会（組織運営）
（支部運営における本庁との連携について）
■､－－一－－－‐一一＝‐｡一一一色ﾛ■｡■一－－ユー一手q■』■■－－0■凸一一中一一一一●‐一一一一ロ■P●一一一一参一＝やむ‐●一●‐－－● ＝一一＝一G－一一一一一一一■毎.■q■ローロヰq■q■‐■q■q■･■■1■韓ロ｡●■凸一一q■凸一つ'■ー＝垂●＝一一

民事実務研究会（第1回）
（民事立会部における狼判官と書記官との協働について）
■Ⅱ■q■1■ロ■q■Ⅱ■ー~Ⅱ■■Ⅱ■ー1■｡■■一1■‐｡‐色色｡●●●毎●句一●らや●●‐1■‐■●‐‐‐‐‐‐4■■■,■卜4■■■I■‐勾口＝専一■－-一．■■＝ー■■■1■1■■■q■ー凸■1■－1■－｡■●I■｡｡●｡■'士I■凸一旬｡｡■D■｡■P‐‐1■全わ●⑪●

'噸認陣溌ける撫判衝と替紀官の協働にういて）
｡－年｡■D凸凸一一一一.■●｡-■ロー一口－ロー■■－1■二画｡ーーー■■ー‐凸凸一一一一一‐一一‐ローーーーや●全全一一｡■寺－－‐一一一寺 一二-一 一一一一一毎口.■与一＝与一一一一○‐1■口車＝早＝‐ー1■‐ロロ－－つ■■--■■古■‐■■七一ロー

家事実務研究会
（家聯那件における家庭救判所の機能充実に向けた職種Ⅲl遮挽、澗停遮営の在り方）
1■‐■■■1■q■■■1■1■1■Ⅱ■■I■■I■やロﾛ■q■1■ロロ■1■中ロー‐＝ロロ‐わ■Pq■毎4■1■■‐‐■ｲ■－畢口中｡q■‐毎■‐‐‐＝■p＝ー■■■ー－■｡q■Ⅱ■ロﾛ■q■Ⅱ■ロロ｡Ⅱ■Ⅱ■1■ー｡■＝｡■｡■｡■■■⑤凸｡q■q■申4■ﾛ■“色q■全一甸○ｲ■●分

家事特別研究会
（韮本計画を肋まえた後見人等の適任・交代の在り方、新たな＃lli棚算定の通用イメージ等）
＝－”画｡－凸律4■一一号■－÷‐P■■一■‐■－－－＝－－－－■■･亘争ローーーーーー‐－缶一一q■■－‐セーー“●告＝‐ゎ≠一一缶一一 一一一 ←ー一 一一一寺一一国与垂■一■ロロロ■'■口こむ｡■｡｡ーロロ■ロロロ■‐Ⅱ■由凸一一色＝■‐‐＝‐

少年実務研究会
（少年審判の審理における駁種間連携の在り方）

研修中止

‐‐－■■‐毎＝■辱”■■や●■●

研修中止

＝毎＝ 一1■D垂一一一一ー＝呈一■‐

研修中止

し●4■1■○‐や旬■‐‐‐‐‐1■｡‐｡

H16.H19～合同実施

約60

q■q■Ⅱ■

50

50

宮
０

討
恥
一
卵
一
郷

腿4～合同実膳

ﾛロ■■■‐｡｡■■伸一■むめ■＝＝②⑤■■

合同実施は中止
家裁岡五官研究員41独実崎部
分を実施

ロ ■

寺
《
ｘ
】
■

・
１

割
岬
一
珂
叩
一
”
珊
一
墹
州
一
侭
州
一
轆
叩

恥
。
一
町
○
一
ｌ
Ｑ
－
ｗ
也
一
加
佗
一
脚
⑫

巴

研修中止

Pb■●●■■｡●■－eやp－■●■－，■■－．

5/9で実施
lu6～合同実施（I“を除
く）

Hl6～1119,1125～合同実施

､■■■1■4■1■1■』■。■②。1■－口‐1■｡●争●｡●

H16，Ⅲ9～合間実施

『－－一一一ー一つ寺一つ‐‐一一■÷e‐争号－

1124～合同実施

０
垂
６
．
０

約
口
５

50

口■●‐4■q■

書50

鋼‘19

３

50

０
０
５
５
書
胸

肌7．11MB， I煙o～合同寓施《ただし．
砥は合胸爽蹴中止．蹴鍬両灘W研究側
単独翼施部分蟹実施〉

一

一
鍵
一
印

４
１
２
１
番
飼
吹
次5/24～26

（1日間）

6/22～23

（1日柵）

12/7～8

（1日!}11）

11/8～10
（2日Ⅲ】）

10/5～6
（2日IⅢ）

9/7～9
（2日Ⅲ）

H24～合同実施〈R2、鯛を除
く）

H16～合同実厳（1噸を除
く）

剛6～H19、H25～合同実施

!【16,Ⅱ19～合同実施

■■■■■缶■■■●‐■1■■凸■4■■■■毎■

II24～合間実施

二
９
９

９

４

４

４
－
書
瞬

寺

4

50

８
０
４
５
書
調

H17、H18･M20~合同実施（ただし.
睡肱合同翼施中止、家威閃理宵研究貝
“実第部分を爽踊）

９
５
１
１
書
闘
次
次管理者研究会（組繊運営）

（支部運営における本庁との連携について）
凸｡＝一口一一一一●－－●つ一ﾛ■F色色一●●●むつ寺÷÷一一一凸や－■巳一｡~p■一参一一今一一一一一一．■q■｡‐‐｡I■q■－q■‐1■ー■■1■q■｡ー‐ローローーーーーー●ー‐＝や‐－－口つむ■■‐‐‐争一－－1■‐一一●一一÷一一一一参一＝一一＝一一■■

民事実務研究会〈第1回）
（民蒋立会部における城判官と書配官との協働について）
｡■ｲ■■‐e－■■‐■－●や‐ｨ■●■●■｡●●‐‐｡■■■車■ー1■1■■I■1■■凸I■ー■■1■‐＝■＝ー争一■■色色や■■笹一一＝■｡■ー■■‐｡｡■毎毎吟■■｡■今｡。■■■‐句やユーロニ‐ロ■＝‐4■｡■‐‐ー‐ーq■■二-一■■1■ー‐』■■■1■'■■■

刑事実務研究会
(刑蛎蛎件における裁判官と書記官の協働について）
－－－一や年ニーーーロ■■－邑一ロー輯一口＝‐－－＝＝■■車一一■■凸一一■凸古色■－－＝。■－－－■■口■－■缶一＊1■＝再－4■＝一一一一 一一画~一一今 一一一一一今●‐一一一●■口毎毎一一一一口‐＝寺＝＝｡一一＝■一一句②ローローーーー＝

家事実務研究会
（充実した洲停遮営と職梱冊の連携協働の在り方〉
ロロ■‐■－口■‐匂●■●ぬ●■毎。■ｲ■■●■1■■●‐■ｲ■■ゆ■■‐p■■｡■‐■－－■■＝I■ー－口■ーI■I■一口1■ー■■■－■口車■●。■Ⅱ■I■Ⅱ■4■Ⅱ■■1■‐｡■1■Ⅱ■｡■■q■凸凸凸一■q■○一■■■‐■●●■■■缶凸凸ｨ■●や■ｨ■毎｡■句■q

家事特別研究会
（悲本計画を蹄まえたチーム支援と家庭裁判所の役割、報酬算定の在り方等）
ロー＝q■＝＝■－－－■－－q■1■－1■1■ロー凸■ロ■垂一缶＝‐わ＝●‐ﾛ■一一一＝一一一一一一一一争一一一や｡~＝■一一一の争一←｡■‐ローーP－－.■■一口＝－ー一q■q■－中●■■●｡‐｡＝色画凸一一一■■‐‐‐＝＝1■ー＝ー‐＝令■ー■■‐ 一一 一一一｡

少年実務研究会
（少年審判の機能充実に向けた獄種間連携）

5/23，6/8～9
（1日柵）

6/19～20

（1日間）

6/19～20

（1日間）

11/7～9
（2日|Ⅲ）

10/4～5

（2pIⅢ）

9/6～8
（2日lⅢ）

H24～合同実施（R2、R3を除
く）

H16～合同実施（1123を除
く）

n句●1■4■■｡‐｡｡■‐●争毎q■ロー■‐pー■

Hl6～1119、Ⅱ25～合同実施

３
－
。
》
０
０
．
・
８
９

》
一
釦
一
釦
一
識
郷
一
總
一
認
認

■
グ

５

1116, 1119～合同実施

q■‐■ロー●■画凸一｡｡■●申q■e

H24～合同実施

H17、H1は、池0-台向買騰（た超し.
睦吐金岡実鐘中止、寒■■壷W研究何
単強実箪部分整実蝿､

次書20
管理者研究会（組繊運営）
（支部運営における本庁との連携について）
－凸一＝'■'■一口eQ■＝＝口●－q■‐－＝q■－4■－‐ｰ一己一一､■毎●守一｡■､ﾛ■､＝‐÷一一＝－－－‐一・●争己｡●ｲ■｡●ぬ‐~一今一争一●一一一一一一一＝一一‐めつニニーー毎口.■●ー一■‐cc由｡‐一一寺＝I■』■ロー‐‐ロローーcローq■1■

民事実務研究会（第1回）
（民那立会部における戒判官と書記官との協働について）
→一一一＝･■÷一‐一一一■｡‐1■■口●ｲ■1■画｡一一e冬←凸ニーーーーーー■ｰ凸一口一一一ロローロ■＝車c－早ローーーーローニニロー■＝＝■争一Ⅱ■■1■‐■■1■ーロロ凸｡＝凸今凸■古一■垂1■』■凸■､■ー■■‐‐■■山口■‐ーー毎■‐‐ー

民事実務研究会（第3回）
（民輌立会部における奴判官と書記官との協働について）

刑事実務研究会
（刑事事件における賊判官と書記官の協働について）

家事実務研究会
（充実した鯛停迎営と職稲川の連携協働の在り方）
ロロ■■1■■1■1■－口･■1■■■1■1■■■1■‐1■■■■■｡■■■■■1■q■■■I■1■■■1■1■‐由一ローロロ1■‐＝●●I■1■■●○1■＝－句むめ■●‐や■‐‐‐q■■ロ毎●■今匂｡●毎●■匂｡■●や●□●わゎ＝○毎つ｡●めめ■‐や●＝■‐■l■■

家事特別研究会
（報酬算定の在り方、財産管理窮務の監督の在り方、身上保獲事務の監督の在り方）

少年実務研究会
（少年濡判の蒋理錘に向けた職種間遮携）

5/21，6/6～7

（1日Ⅲ）

6/17～18

（1日Ⅲ1)

12/6

（1日IⅢ）

6/17～18
（1日1111）

11/6～8
（2日側）

10/2～3

（2日閲）

9/11～13
（2日側）

H2&～合同実塘（R2． R3を除
く）

H16～合同実陶（1123を除
く）

６
３
－

１
凸
ワ
写

銅
窪
一
卯

韓

酵
■
・
・
９
０

９
や
８
－
４
５

４
。
５
》
書
鋼

~や‐■‐ｰ挿卓■‐■■■一画‐＝②■＝ｰ‐

Ⅱ16～1119,Ⅱ25～合同爽施

＝＝÷÷●●●◆● 4■4■－－今一一一戸＝－－

}116,H19～合同実施

､－■－1■I■1■■●1■‐4■b‐色色合一●●‐幹毎

1124～合同実塘

pq■凸一一一＝■＝垂■｡■■‐‐‐ロ■ロ■■＝‐＝q■

肌7．H15．鯉｡～合陶実施《た鴬し、
鼬は合同実躯中止、家敏口登宵研究貝
単鯉塑歯謎分を翼施）
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０
０
５
５
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年度

実施本数

参加人貝

R2

2

150

R3

5

349

R4

6

402

R5

6

403

R6

7

465



資料7【機密性2】

令和6年度研修計画協議会

説明要旨

(実施報告）令和6年度研修実施状況について

裁判所職員総合研修所
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第1研修

1中央研修

(1)業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1

家事実務研究会

※司研合同

家事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、 もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する ◎

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

6．11． 6（水）

～11． 8(金）

(リモート）

3日 99
家裁で家事事件
を担当する書記

官、家裁調査官

司研との合同カリキュラムでは、家裁をめぐる諸問題に関する家庭局第二課長による説明の後、未

成年子がいる夫婦間の離婚調停事件を題材に、充実した調停運営に向けた職種間の連携・協働の在り
方、大学教授による「夫婦間葛藤の理解と対応～統合的カップル・セラピーの視点から～」 と題する
講演を踏まえた、葛藤事案での当事者や手続代理人への働き掛けの在り方等について研究及び討議を
行った。総研単独のカリキュラムでは、合同カリキュラムを踏まえ、書記官研究員においては「充実
した調停運営とするための期日前及び期日当日における書記官の複数事件の取り回し」について、家
裁調査官研究員においては「親子交流（面会交流） をめぐる調停における、紛争解決に資する調査事
務の在り方」について研究及び討議を行った。

2

少年実務研究会

※司研合同

少年事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、 もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する 。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

6． 9．11（水）

～9． 13(金）

(リモート）

3日 100
家裁で少年事件
を担当する書記

官、家裁調査官

司研との合同カリキュラムでは、少年事件の現状と課題に関する家庭局第一課長による説明及び弁
護士による「少年事件における付添人の意義･役割と活動」 と題する講演の後、特定少年の原則検察
官送致対象事件を題材に、一連の適正手続のための各進行段階における三職種間の連携・協働、処遇
選択に資する情報の共有、付添人や関係機関との連携等について研究及び討議を行ったほか、令和6
年2月施行の改正少年審判規則により新設された被害者等情報保護制度の運用についても研究及び討
議を行った。総研単独のカリキュラムでは、合同カリキュラムを踏まえ、書記官研究員においては
｢被害者等情報保護の運用と書記官事務」について、家裁調査官研究員においては「特定少年の社会
調杳の質の向上（試験観察の検討を通じて） 」について研究及び討議を行った。

3
民事実務

研究会

第1回

※司研合同

第2回

第3回

※司研合同

第4回

民事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより

職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する 。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

裁判所職員
総合研修所

司法研修所
及び

裁判所職員

総合研修所

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
月
火
Ｉ
く
７
８
１
１

■
■

６
６
６
－

(リモート）

6． 10． 7(月）

(リモート）

6．12． 6(金）

(リモート）

7． 2．21(金）

(リモート）

2日

1日

1日

1日

50

57

53

約54

高・地・簡裁で
民事事件を担当
する書記官



2

(弟1回）可州の新任部総括裁判官研究会及び総研の刑事実務研究会との合同カリキュラムでは、デ
ジタル化後の書記官事務等に関する総務局第三課長の説明の後、裁判官と書記官の協働を充実させる
ためのコミュニケーションの在り方などについて研究及び討議を行った。総研単独のカリキュラムで
は、民事事件を取り巻く状況に関する民事局第二課長の説明のほか､合同実施部分で確認された質の
高い民事裁判の実現に向けた裁判官と書記官の協働をベースに、合理的な事務の遂行と執務の質の向
上のために主任書記官が行うべき部下指導の在り方について研究及び討議を行い、また、デジタル化
後にも機能する審理充実につながる事務に関する研究及び討議を行った。
(第2回）第1回研究会結果を踏まえ、第1回の総研単独カリキュラムと同じく、裁判官と書記官と
の協働の在り方、デジタル化後の合理的な事務の在り方をテーマとした共同研究及び討議を、研究員
の半数程度を主任書記官以外の書記官として実施した。

(第3回）司研の民事通常専門研究会3 （民事訴訟の諸問題） との合同カリキュラムでは、 「改正民
事訴訟規則とフェーズ3の運用」に関する元民事局総括参事官（現東京高裁裁判官）の説明の後、同
規則の運用と予測される問題点について意見交換等を実施した。総研単独のカリキュラムでは、第1
回と同様のテーマでの総務局第三課長の講話の後、第1回及び第2回の研究会結果を踏まえ、同様に
裁判官と書記官との協働の在り方、デジタル化後の合理的な事務の在り方をテーマとした共同研究及
び討議を研究員を変えて実施した。
(第4回)第1回から第3回までと同じく、当該研究会結果を踏まえ､同様に裁判官と書記官との協働
の在り方、デジタル化後の合理的な事務の在り方をテーマとした共同研究及び討議を、研究員を変え
て、令和7年2月に実施予定。

4

刑事実務研究会

※司研合同

刑事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、 もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する 。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
月
火
ｌ
く
７
８
１
１

●
●

６
６
６
－

(リモート）
2日 58

高・地・簡裁で
刑事事件を担当
する書記官

司研の新任部総括裁判官研究会及び総研の民事実務研究会（第1回） との合同カリキュラムでは、
デジタル化後の書記官事務等に関する総務局第三課長の説明の後、裁判官と書記官の協働を充実させ
るためのコミュニケーションの在り方などについて研究及び討議を行い、総研単独のカリキュラムで
は、合同実施部分で確認された質の高い刑事裁判の実現に向けた裁判官と書記官の協働をベースに、
合理的な事務の遂行と執務の質の向上のために主任書記官が行うべき部下指導の在り方について研究
及び討議を行った。

5

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の

向上を図り、もって適
正かつ迅速な審理、判
断に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
２
３

０
０
１
１
６
－

(リモート）
2日 50

家裁で後見関係
事件を担当する
書記官

全てのカリキュラムについて司研と合同実施した。第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和4
年3月25日閣議決定）を踏まえ、成年後見制度の適切な運用の在り方、新たな報酬算定の在り方等
について理解を深め、各庁の運用を検討する契機とするため、 「後見事件の運用に関する諸問題」に
ついて家庭局第二課長による説明、 「地域共生社会における成年後見制度」をテーマとする外部講師
による講演の後、①報酬算定の在り方、②財産管理事務の監督の在り方及び③身上保護事務の監督の
在り方について、内部講師を迎え、共同研究を行った6
なお、オブザーバーとして、高裁の民事首席書記官等及び高裁所在地の家裁の次席家裁調査官等が
参加した。

6

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

第2回

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

6.10. 15（火）

~10. 17(木）
(リモート）

6.11.27(水）

～11.29(金）

7． 1．22（水）

～1．24(金）

3日

3日

3日

51

38

約37

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者
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【第1回】
(テーマ）面会交流をめぐる事件におけるより良い調査官活動に向けて
(討議）事例検討を通じた知見の活用、実務上の課題の抽出と解決策に向けた検討等
(講義と意見交換）令和4年度家裁調査官実務研究（指定研究）代表研究員の講義「紀要27号研
究の効果的活用について」
【第2回】
(テーマ）少年調査票の意義～社会調査の質の更なる向上を目指して～
（討議）少年調査票の題材事例を用いながら、課題の抽出、加筆・修正すべき箇所とその内容、課
題改善のために活用できる行動科学の知見等
（講義と意見交換）裁判官講師講義「裁判官から見た社会調査と少年調査票」 、より良い審判に資
するための社会調査・少年調査票の在り方に関する意見交換
(特記事項）法務省から鑑別技官3名が参加
【第3回】以下を実施する予定である。
(テーマ）子の監護者指定をめぐる事件におけるより良い調査官活動に向けて
(討議）事例検討を通じた知見の活用、実務上の課題の課題の抽出と解決策の検討等
(講義と意見交換）司法研究研究員の講義

7
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

6． 7． 2（火）
～7． 5(金）

4日 43

家裁調査官任官
後、 3年以上経
過した者のうち

家庭裁判所調査
官実務研修又は
家庭裁判所調査
官応用研修を終
了していないも
の

裁判所を取り巻く情勢や家裁調査官が置かれた状況等についての総局講師による講義、外部講師に
よる発達精神病理学、心理アセスメントの在り方等に関する事例を踏まえた講義を実施した。調査実
務研究では、家事・少年それぞれで教材事例を用いたグループ討議を実施し、行動科学の知見等の調
査実務での活用及び関係職種との連携・協働の在り方を検討した。調査面接技法研究では、研修員相
互のロールプレイを実施した。課題研究では、総合職採用の職員かつ中堅家裁調査官としての役割や
課題を明確にし、今後の研さんの在り方を検討後、家裁調査官研修部長による講話を行った。
研修とOJTの連携をより充実させるために、研修員に本研修で得た気付きや今後研さんしていく
内容を振り返りシートに記載させ、本研修終了後に直属の上司と共有し、研さんに努めるよう促し
た 。

なお、法務省から保護観察官2名が参加した。

8 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問

題に関する理解を更に
深めさせるとともに、

裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
６
７
２
２

６
６
６
－ 2日 16

速記官（速記管

理官及び速記副
管理官を除
く。 ）

最高裁の講師による裁判所をめぐる諸問題（民事・刑事）に関する講義、外部講師による障害者等
に対する配慮に関する講義・実習等を行うとともに、 「より正確で分かりやすい速記録を作成するた
めの連携・協働」や「裁判部の一員としての役割と自己研さんの在り方」に関する共同討議を行っ
た ◎

9 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する
とともに、研究、討議
等を行うことにより、
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ、
総括執行官としての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

6． 7． 2（火）

～7． 4(木）
3日 21 総括執行官

執行官を取り巻く諸情勢に関する民事局第一課長兼第三課長の講義、監督官からみた総括執行官に
関する部総括裁判官の講義のほか、執行官実務にまつわる社会保険労務士等による講義を行った後、
｢危機管理、適正事務の確保、ハラスメント対応等」及び「組織運営」についての討議を行った。



イ事務局事務に関するもの
（ア)管理職員及び中間管理職員を対象者とするもの

(イ)中間管理職員を対象者とするもの

4

10 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に、前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判所職員
総合研修所

7． 2．26（水）

～2．28(金）
3日 約20 執行官

執ｲ丁官制度をめぐる諸問題に関する民事局参事官の講義、執行官の事件処理上の留意点に関する民

事局付の講義のほか、執行官実務にまつわる、弁護士、社会保険労務士等による講義を行った後、子
の引渡しに関するシミュレーション及び意見交換並びに事務処理上の問題についての討議を行う予定
である。

ll 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

6． 5．21（火）
～5．24(金）

4日 19

令和5年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

執行官制度全般についての民事局参事官の講義、執行官の服務と倫理に関する人事局能率課長の講

義、子の引渡しに関する民事局付等の講義、執行官実務等に関する、部総括裁判官、執行官、不動産
鑑定士による講義のほか、事務処理に関する知識及び問題解決のための論理的思考力や適正迅速な処
理に必要な能力向上を図って実務研究問題についての討議や演習を行った。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

12
研修指導
研究会

第1回

第2回

高裁委嘱研修、各庁委
嘱研修及び自庁研修の

指導者を養成する。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
ｌ
く
９
１
２
３

５
５
６
へ

6． 12． 2（月）
～12． 4(水）
(リモート）

3日

3日

48

48

次席書記官、総
括主任書記官、
主任書記官、訟

廷管理官、訟廷
副管理官、裁判
員調整官、裁判
部企画官、次席
家裁調査官、総
括主任家裁調査
官、主任家裁調
査官、総括企画
官、課長、文書
企画官、企画

官、課長補佐、
専門官

組織における人材育成(成長支援）の意義、研修の位置付けや概要、基本的な研修技法等について各
回共通で取り上げるとともに、第1回は「研修講師向け」のカリキュラムとして、模擬講義の実習や
講義計画（レッスンプラン）作成を内容とする共同研究を行った。第2回は「研修企画担当者向け」
のカリキュラムとして、 リモート研修を効果的・効率的に作り上げる一連のプロセス（研修のマネジ
メント）を重点的に取り上げ、模擬研修カリキュラムの作成を内容とする共同研究を行った。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13
実務指導
研究会

民事

刑事

家事

書記官ブラッシュアッ

プ研修の指導者を養成
する ◎

裁判所職員
総合研修所

①6． 5． 9（木）
（リモート）

②6. 5. 15(水）

①6． 5． 9（木）
（リモート）

②6. 5.16(木）

①6． 5． 9（木）
（リモート）
②6. 5.16(木）

2日

2日

2日

36

41

20

書記官ブラッシュ
アップ研修の講
師となる予定の
者



(ウ)管理職員以外の職員を対象者とするもの

5

リモート研修では、 BU研のコンセプトやカリキュラムのねらい、ファシリテーションを適切に行

う上で有用となる視点についての講義、書記官事務の整理についての総務局第三課長の講話の後、共
同討議の進め方等についてグループ討議を行った。参集研修では、BU研での討議の場面における
ファシリテーションを念頭に置いた実習や意見交換を行った。
また、 BU研の企画立案の中心となり、同研修の講師を指導する立場にある各高裁の次席書記官等
がオブザーバーとして参加したほか、参加者以外のBU研講師予定者に対しても講義科目の動画デー
タを提供したり、一部カリキュラムを除くリモートでの傍聴を可能とした。

14
情報セキュリティ
研 修

各庁において、情報セ
キュ'リティインシデン
ﾄ対応の責任者や職員
の情報セキュリティリ
テラシー向上の旗振り

役を担う管理職員に対
し、専門知識や最新の
知見を習得させる。ま
た、事例検討などを通
じて、実際に情報セ
キュリティ事故が発生
した場合の対処能力等

の向上を図り、情報セ
キュリティ事故を未然
に防止するための方策

の立案・実施に向けて
考える力を身に付けさ
せる ｡

裁判所職員
総合研修所

6. 11.20(水）
(リモート）

1日 80

助する者（管理
職以上の者）

高裁の総務課文書企画官、地裁の総務課長又は同課文書企画官及び家裁の総務課長を対象として、
サイバーセキュリティ管理官及び情報セキュリティ対策マネージャー等による講義と研修員との質疑
応答のほか、インシデント発生時の対応及び各庁の情報セキュリティ対策の課題と今後の方策を題材
とした共同研究を行った。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

15

係長等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所

①6. 9.25（水）
（リモート）

②6.10. 3(木）
～10． 4(金）

3日 49

高・地・家裁本
庁の総務事務を
担当する係長、
専門職

係長の役割、総務課の現状と課題、総務課各係の所管業務に関する最高裁の講師等による講義とと
もに、危機管理（緊急事態対応）や効果的な係運営・マネジメントの在り方をテーマとする共同研究
を行った。

なお、 15～17の事務局係長クラスを対象とした研修においては、講義科目において、事務局係
長として組織運営の適正の確保に寄与するための視点を強調して説明するとともに、研修員が提出し
た職場で生じている問題や事例問題について、フレームワーク （問題解決スキーム）を利用した検討
を行わせることにより、汎用的な問題解決力の向上を目指した。

16

係長等

（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所

6. 10. 15(火）
～10.17(木）

3日 69

高・地・家裁本
庁の人事事務を
担当する係長、
専門職

係長の役割、人事事務をめぐる諸情勢、人事事務における重点事項等に関する最高裁の講師等によ
る講義とともに、法規に基づく事務処理の在り方、他係・他部署との有機的な連携等を考えさせる人
事事務総合演習、効果的な係運営・マネジメントの在り方をテーマとする共同研究を行った。



ウ管理業務に関するもの
（ア)管理職員を対象者とするもの

6

17

係長等
（会計担当）

研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

①6. 11. 12(火）
～11.13(水）

(リモート）

②6.11.18(月）
～11.19(火）

4日 64

高・地・家裁本
庁の会計事務を
担当する係長、
専門職又は営繕
専門職（最高裁
を含む。 ）

係長の役割、裁判所における経理行政、会計課における仕事の進め方、会計事務の適正確保、会計
担当課各係の所管業務に関する最高裁の講師等による講義とともに、各係の専門分野に特化した分野
別研究や、問題の発見、これを端緒とした係事務のマネジメント、他部署との連携等をテーマとする
共同研究を行った。 .

訟廷管理係長
研 修

訟廷管理係長として職
務を遂行するために必
要な知識及び技能を付

与することにより、執
務能力の向上と職務意
識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

6. 5. 17(金） 1日 20

令和6年4月1
日に訟廷管理係
長に任命された
者

令和6年4月から新設された訟廷管理係長の役割、情報化事務処理担当として業務を行うに当たつ
て必要な知識、業務管理の留意点等に関する最高裁の講師等による講義とともに、求められる役割や
事件システムの障害発生時にとるべき行動について共同討議を行った(計画外で実施） 。

18
研修事務担当者
研 修

研修の企画、実施等に
必要な知識及び技能を

付与することにより、
執務能力の向上と職務

意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修、
各庁委嘱研修及び自庁

研修の充実を図る･

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
２
３
１
１

●
●

６
６
６
－ 2日 41

研修事務を担当

する高･地･家裁
の係長､専門職、
主任

高裁委嘱研修、各庁委嘱研修、 自庁研修の運営を主体的かつ積極的にリードする「研修プラン
ナー」 としての役割、研修の企画・実施・評価・改善の各段階に応じた研修事務の基礎知識、 リモー
ト研修を担当する上での留意点や予算管理上の留意点等に関する総研講師による講義を踏まえ、架空
の自庁研修の模擬カリキュラムを、前年度のアンケート結果を踏まえて改善するという内容の共同研
究を行った。

19
情報処理
研 修

情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指

導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

6. 9. 19(木）

(リモート）
1日 234

情報化の推進に

指導的役割を果
たすことが期待
される行（一）

職員（家裁調査
官を除く。 ）

訟廷庶務係長・同管理係長及び総務課文書（第二）係長を対象として、裁判所のデジタル化の現状
と課題等についての講義のほか、端末障害発生時、インシデント発生時、ネットワーク障害発生時及
び個別システム障害発生時の各場面での対応スキルを身につけるための講義・演習を行った。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

20

首席
書記官
研究会

第1回

第2回

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、総合的な組織運営
能力の向上を図る･

裁判所職員
総合研修所

①6. 9. 17（火）
（リモート）

②7． 1．31（金）
（リモート）

6． 9．30(月）

2日

1日

[全］

30

地・家・簡裁の
首席書記官（全
員）

地・家・簡裁の
首席書記官

首席書記官に求められる役割や期待される行動等に関する最高裁の講師等による講義とともに、こ

れらを踏まえた共同研究を行った。令和7年1月31日に、首席家庭裁判所調査官研究会（第2回）
及び事務局長研究会（第1回） との合同カリキュラムとして最高裁長官講話を実施する予定である。



7

21

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに

より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

6． 9． 2（月）

～9． 3(火）
(リモート）

①6.11.12(火）
～11.13（水）
②7． 1．31(金）
(リモート）

2日

3日

[全］

[全］

高裁所在地の首
席家裁調査官

首席家裁調査官
(全員）

【第1回】 家裁調査官の研修・研究の在り方等を討議したほか、家裁の施策課題及び家裁調査官の
人事をめぐる諸課題について最高裁の担当者を交えての討議等を通じて、高裁所在地の首席家裁調査
官として求められる高度な指導監督に関する研究を行った。
【第2回】 総研所長及び家庭審議官による講話等を実施したほか、家裁の施策課題及び家裁調査官
の人事をめぐる課題について最高裁の担当者を交えての研究討議、OJT等と研修・研究との効果的
な相互連携に関する研究討議等を行った。
今後、最高裁長官による講話を実施する予定である。

22
事務局長
研究会

第1回

第2回

事務局長として必要な

指導監督等に関する研
究を行うことにより、

総合的な組織運営能力
の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

7． 1．31(金）
(リモート）

7． 2．14(金）

1日

1日

[全］

約
型

地・家裁の事務
局長（全員）

地・家裁の事務
局長

事務局長に求められる役割や期待される行動等に関する最高裁の講師等による講義、最高裁長官講
話とともに、これらを踏まえた共同研究を行う予定である（最高裁長官講話は、首席書記官研究会
(第1回）及び首席家庭裁判所調査官研究会（第2回） との合同カリキュラム） 。

23

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

①6． 5．21（火）
（リモート）

②6． 6． 6(木）
～6． 7(金）

3日 58

次席書記官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官（次席家裁
調査官の経験が
ある者)、次長

1日目は、司研が実施する支部長研究会との合同カリキュラムとして、マネジメントの基礎理論に
ついて外部講師による講義を行った後、支部運営における本庁との連携をテーマに共同研究を行っ
た ○

2日目以降は、総研単独カリキュラムとして、 トップマネジメントに求められる役割と姿勢、組織
運営において必要な視点に関する最高裁の講師等の講義とともに、取り組むべき庁全体の組織課題
が、裁判体（官）の意向も踏まえて司法行政上の対応を検討することが必要なものである場合に、所
長を補佐する幹部職員として果たすべき役割に関する共同研究を行った。

24 次席書記官研究会

次席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ

り、管理能力の向上と
意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

①6． 7．－9（火）
（リモート）

②6. 11.26(火）
（リモート）

2日 59

地･家･簡裁の次
席書記官（地裁
の次席書記官の
併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む｡）

近時の組織課題、裁判部組織の構造や特徴、書記官等に対する一般執務の指導監督の具体的内容等
に関する最高裁の講師による講義とともに、これらを踏まえて、次席書記官として求められる考え方
や行動の在り方に関する共同研究を行った。

25

次 席
家庭裁判所調査官等
研究会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より、管理能力の向上

と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

①6． 9． 9（月）
（リモート）

②6. 9. 19(木）
～9．20(金）

(リモート）

3日 26
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

家庭審議官及び調査官研修部長による講話、最高裁講師、上席教官等による講義並びに施策の推進
及び人材マネジメントに関する討議を行い、幹部職員としての能力と意識の向上を図った°



(イ)中間管理職員を対象者とするもの

8

26 管理者研究会

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに、当面する諸問題

の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力

の向上と意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

①6. 4.16(火）
～4．18(木）
(リモート）
②6． 4．22(月）
～4．23(火）

5日 140

新たに局長（高
裁を除く。 ） 、次
長、事務部長、
首席書記官、次
席書記官、総括
主任書記官、首
席家裁調査官、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官、首席
技官(最高裁)、
次席技官（最高
裁)等に任命され
た者

幹部職員に求められる職責や視点、裁判所の現状と課題に関する各分野の最新トピックス、職員団
体対応上の留意点等に関する最高裁の講師等による講義とともに、 これらを踏まえて、幹部職員とし
ての実情把握と、集中豪雨を端緒とした危機管理を題材とした共同研究を行った。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
中間管理者
研修I

第1回

第2回

第3回

第4回

中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

①6． 9． 5(木）
～9． 6(金）

(リモート）

②6. 10. 8(火）
～10． 9(水）

①6． 9． 5(木）
～9． 6(金）
(リモート）

②6. 10.10(木）
~10.11(金）

①7. 1.15(水）
～1． 16(木）

(リモート）
②7． 2． 4(火）
～2． 5(水）

①7. 1. 15(水）
~1. 16(木）

(リモート）

②7． 2． 6(木）
～2 7(金）

各
4日

83

79

約80

約80

昇任後おおむね
7年未満の主任
書記官若しくは
主任家裁調査
官、速記管理
官、速記副管理
官、課長補佐、
専門官、班長又
は主任技官の職
にある者

中間管理者に求められる職責や、裁判所が当面する問題と中間管理者の課題等についての最高裁各
局課等の講師による講義、ハンセン病を理由とする開廷場所指定問題に関する意見交換、職場のメン
タルヘルスや障害者等に対する配慮に関する外部講師の講義のほか、職員団体対応に関する事例研
究、連携・協働の実践に向けた意見交換を行った上で、 「職場づくり」 「人づくり」をテーマとする
共同研究を行った。



洲偲

9

28
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り、職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

①6.10.22（火）
（リモート）

②6. 10.24(木）
～10.25(金）

①6.10.22（火）
（リモート）

②6.10.28(月）
～10.29(火）

各
3日

70

69

訟廷管理官、訟
廷副管理官、裁
判員調整官、裁
判部企画官、課
長、文書企画
官、企画官、首
席技官、営繕企
画官（最高裁）
又は昇任後おお
むね7年以上経
過した主任書記

官若しくは主任
家裁調査官の職
にある者

裁判所が当面する組織課題、上位の中間管理者に求められる役割や視点等に関する最高裁の講帥等
による講義、職員団体対応に関する事例研究のほか、 リスクマネジメント及び組織運営を題材にし
て、庁又は裁判所全体という視点を持ち自分がどう動くべきかを考えさせる内容の共同研究を実施し
た 。

29

主 任

家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る･

裁判所職員
総合研修所

6. 6.24（月）
～6．26(水）

(リモート）

3日 44 主任家裁調査官

家庭審議官講話、総局講師講義、先任の主任家裁調査官による講義及び意見交換、指導監督の実践
に関する研究討議等を行い、能力と意識の向上を図った°

裁判部企画官
任命前研修

裁判部企画官として職
務を遂行するために必
要な広い視野と高い識
見を習得させることに
より、職務意識の高揚
を図る。

裁判所職員
総合研修所

未定 1日 未定

令和6年4月1
日に裁判部企画

官に任命予定の
者

裁判部企画官に求められる役割や期待される行動等に関する最高裁の講師による講義、これを踏ま
えた共同討議等を行う予定である（計画外で実施予定） ◎

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

30
総合職採用職員

初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し、職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
木
月
く
く
４
８

●
●

４
４
６
一 3日 75

令和5年度裁判
所職員採用総合
職試験の合格者

で、新たに採用
されたもの

総合職採用職員としての心構え、裁判所の現状と課題に関する最高裁各局課の講師等による講義を
行い、また、最高裁事務総局に勤務する先輩職員との座談会を通じ、総合職採用職員としての意識啓
発を行った上で、 「これからの裁判所と裁判所職員を考える」をテーマに、職種混合の班編成で共同
研究を行った。



(3)その他

2高裁委嘱研修

(1)業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修
ア裁判事務に関するもの

イ事務局事務に関するもの

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

31
CA研修
実務試験

前期
研修

実務

研修

後期
研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員
総合研修所

6. 6．24（月）
～7．12(金）

ｊ
ｊ
火
金
く６
６
１
１

■
■

７
８
６
－

6． 8． 19（月）

～9． 6(金）

15日

23日

15日

60

裁判所書記官任
用試験の第2次
試験に合格した
者

前期研修においては、書記官の職務の概要及び重要性を認識させた上で、各分野における立会事務
を中心とした知識の整理及び修得を、実務研修においては、これらの知識の定着、問題意識の醸成、
後期研修への準備等を、後期研修においては、前期研修及び実務研修の成果を踏まえた応用能力の酒
養をそれぞれ図る内容で実施した。

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32 ブ
書記官
ラ ツシュアップ

研 修

中堅書記官に求められ
る思考力・表現力等を
執務で十分に発揮でき
るよう、基本的資質・
能力を磨き、執務の質
の向上につなげる契機
とする。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

5日 313

書記官任用資格
取得後5年以上
の者（中間管理
者以上の者を除

く。 ）

33
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の諸
問題について研究及び

討議を行うことによ
り、調査実務の充実及
び改善に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査
官、家裁調査官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施する
委嘱研修及び高裁ブ
ロック研修の運営等に
ついて研究及び討議を
行うことにより、研修
等の充実及び改善に寄
与させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官



エ管理業務に関するもの

(2)階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修

11

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35 事務官専門研修

総務、人事、会計及び
裁判部の各分野につい
て、その事務を処理す
るために必要な専門的
知識及び技能を付与す
ることにより、中核的
役割を果たしている事
務官の執務能力の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

2～

3日
未定

採用後7年以上
の行（一）事務
官（専門官以上
の職にある者を
除く。 ）又は営
繕専門職（最高
裁を含む。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

36
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管理
能力及び管理技法を付
与することにより、中

間管理者としてふさわ
しい職員を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

5日 未定

新たに主任書記
官、訟廷管理
官、訟廷副管理
官、裁判員調整
官、裁判部企画

官、主任家裁調
査官、速記管理
官、速記副管理
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
首席技官、班長
（最高裁） 、主
任技官（最高裁

を含む。 ） 、地
裁本庁所在地に
ある検審局長等
に任命された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより、係長として

ふさわしい職員を養成
する ◎

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 281

新たに係長に任
命された者又は
営繕専門職（最
高裁を含む。 ）

38
新任主任・調査員
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより、主任・調査
員としてふさわしい職
員を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 未定

新たに主任・調
査員に任命され
た事務官及びそ
れと同等の者又

は営繕専門職



(3)その他

12

39
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発見
と改善等について研究
及び討議を行うことに

より、仕事の進め方に
関する基本的な能力を

向上させ、中堅事務官
としてふさわしい職員

を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上
10年未満の行
(一）事務官
(係長、専門職
以上の職にある
者及び書記官又
は家裁調査官の
任用資格を有す
る者を除く。 ）、
行（一）技官

40
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前

にその意義を理解さ
せ、動機付けを行うと
ともに、職務遂行能力
の向上を図り、事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

2月から3月

までの間で実
施機関が適宜
決定

3日 未定
採用3年目の行
(一）事務官、
行（一）技官

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研修
を通じて基礎的な法学
教育を行うことによ
り、資質及び事務処理
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

通信研修
実施機関が
適宜決定

面接研修
実施機関が
適宜決定

9～

11日

293

採用後1年以上
の行（一）事務

官（書記官又は
家裁調査官の任
用資格を有する
者、総合職(I
種、上級）試験
合格者等を除
く。 ）

42 新採用職員研修

国民全体の奉仕者とし
ての使命を自覚させる
とともに裁判所職員と
して必要な基礎的知識
を付与し、裁判所職員
にふさわしい心構えを

かん養する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

4日 未定

新たに採用され
た職員（総合職
採用職員を除

く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
トータルキャリア
研 修

高年齢層の職員が、定
年引上げ後も引き続き
その能力・経験を十分
に生かして職務を遂行
できるよう、意識啓発
を行い、今後の自分の
職務について考える契
機とする。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

1日 未定

当該年度中に5
6歳に達する職

員（医（一）職
員を除く。 ）



3各庁委嘱研修

4研究
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

44
フォローアップ
セ ミ ナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ

せ、幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月から3
月までの間で

実施機関が適
宜決定

②実施機関の
実情に応じ
て、①に定め
る日に加え、
実施機関が適
宜決定

3日 未定

採用後1年程度
を経過した行
（一）事務官、
行（一）技官

45
フレシシ1

セ ミ ナー

職員として当面必要な
知識を付与し、職場へ

の円滑な定着を図る°

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初
日及び2日目

2日 未定
新たに採用され
た職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

46 合同実務研究

異なる職種の職員に裁
判所の職種間の連携、
協働に関する研究を共
同してさせることによ

り、実務の改善及び向
上に寄与させる。

研究員が
所属する
裁判所

6． 9

～7． 3
7月 7

書記官、家裁調
査官等

｢家庭裁判所における調停委員との連携・協働～連携・協働を強化するための工夫・ツール等の活
用」をテーマとし、岡山家庭裁判所の主任家裁調査官、主任書記官及び書記官を研究員に指名して、
令和6年9月から令和7年3月までの間、所属庁において研究を行っている。

47 書記官実務研究

書記官実務における諸
問題について、体系的
かつ実証的な研究をさ

せることにより、実務
の改善及び向上に寄与

させる。

裁判所職員
総合研修所
及び

研究員が
所属する

裁判所

6． 4

～7． 3
1年 2 書記官

｢少年事件における書記官事務の研究」をテーマとし、横浜家庭裁判所及び大阪家庭裁判所の主任
書記官各一人を研究員に指名して、令和6年4月から1年間、総研及び研究員が所属する裁判所にお
いて研究を行っている。
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48

家庭裁判所調査官
実務研究
（指定研究）

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
させる。

研究員が
所属する

家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

6． 4

～7． 3
1年 6

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

全国の家裁から6人の主任家裁調査官を研究員に指定して、 「試行的面会交流調査の効果的な活用
について（仮題） 」をテーマに研究を行っている。

48

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関

する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与

させる。

研究員が
所属する

家庭裁判所

6． 7

～7． 3
8月 10

(個人研究）

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者
（共同研究）

家裁調査官

共同研究として、札幌家庭裁判所において「夫婦間紛争における紛争全体の理解を踏まえた「見立
て」について（仮題） 」をテーマに研究を行っている。
個人研究として、福岡家庭裁判所久留米支部の家裁調査官において「少年調査実務における比較的
簡便な心理テストを活用した少年、保護者等への動機づけ及びフィードバックの在り方について（仮
題） 」をテーマに研究を行っている。 ．

49

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関‘につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

6． 7

～7． 3
8月 16

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

全国の家裁から、家事関係機関につき7人、少年関係機関につき9人の家裁調査官を研究員に指定
して、関係機関（児童相談所、少年院等）に派遣し、その実情等について体験的に研究させるととも
に、家裁と関係機関との連携の充実を図る予定である。

49

同 上

(心身の鑑別につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を

行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

矯正研修所
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

２
３
Ｚ
へ 1月 3

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

全国の家裁から3人の家裁調査官を研究員に指定して、法務省矯正研修所における専門研修課程調
査鑑別科（特別課程）研修（リモートで実施）に参加させる予定である。家裁調査官特別研修と併せ
て、矯正機関と家裁との連携の充実につながる貴重な交流の機会となることを見込んでいる。

49

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、

調査実務能力の向上に
寄与させる。

法務総合研
究所及び
研究員が

所属する

家庭裁判所

２
３
風
へ 1月 3

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

全国の家裁から3人の家裁調査官を研究員に指定して、法務省法務総合研究所における保護局関係
機関処遇強化特別研修（同研究所に参集）に参加させる予定である。家裁調査官応用研修と併せて、
保護局関係機関と家裁との連携の充実につながる貴重な交流の機会となることを見込んでいる。



第2養成

く養成課程共通＞

1 入所式

令和6年5月7日 （火）に裁判所書記官養成課程第一部第21期及び同第二部第21期並びに家
庭裁判所調査官養成課程第21期の入所式を、総研又はリモート方式で実施した。
2合同実施科目

裁判所書記官養成課程及び家庭裁判所調査官養成課程においては、次の科目を合同で実施してい
る。

（1） グループ別総合演習等

裁判所職員として求められる総合的な事務処理能力の向上を図ることを目的とし、①国民の視
点を踏まえた広い視野で考える力の酒養、②組織的に職務を遂行する意識の酒養と能力の向上、
③書記官と家裁調査官の連携・協働の必要性を認識し、職種間の相互理解を深め、連携・協働を
円滑に行うための基盤の形成といった三つの事項に重点を置いて、①「障害者等疑似体験」②
「問題解決フレームワーク」③「危機対応に関する課題研究」④「連携協働に関する問題研究
（家事・少年） 」⑤「職場における発信力」⑥「裁判所のデジタル化について」の各科目を実施
している。

（2） 講義等

実務修習前に、 「障害者等に対する配慮について」 、 「裁判所の情報化」等の講義を実施し
た。実務修習後は、 「メンタルヘルス」 、 「適正事務の確保」等の講義を行ったほか、 「ハンセ
ン病政策の歴史」において、ハンセン病政策の歴史を踏まえた人権研修として、国立ハンセン病
資料館の見学を実施する予定である。
また、修了直前には大法廷首席書記官及び家庭審議官による講話等を実施する予定である。

1裁判所書記官養成課程
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番号 部 ． ． 期 実施時期等 期間 人員 対象者

62
第

一

部
第 21 期

6． 4． 1(月） 入所

習
修
修
研

期
式
期

修
所
１

予
入
第

一
一

ｊ
ｊ
ｊ

月
火
火

く
く
く

１
７
７

４
５
５

7.16(火)～実務修習
10. 1(火)～第2期研修

7． 3．25(火） 修了

1年
231

第一部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

63 第
一
一 部

第20期
（ 2年生）

第21 期
（ 1年生）

４
４
５
５
０
４
７
０
３

１

１

５
６
孔

1(土） 入所
3(月)～予修期修習
8(月） 入所式
8(月)～裁判事務修習
16(月)～第1期研修
1(月)～第2期研修
16(火)～実務修習
1(火)～第3期研修
25(火） 修了

6． 4． 1(月） 入所
4. 1(月)～予修期修習
5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～裁判事務修習
10.15(火)～第1期研修

7． 4． 1(火)～第2期研修
7．下旬～実務修習
10．上旬～第3期研修

8． 3．下旬 修了

2年

2年

93

127

第二部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの



－養成課程に語1下で『王~裁判所書記官どじて事務の榎拠正目的を考え、合理的な事務を追求するた
めに、裁判官を始めとする関係職種と意見交換を行い、連携・協働しながら、事件処理に主体的・実
質的に関与することができる基盤づくりを目指したカリキュラムを検討・実施している。
この観点から、訴訟進行に応じて変化する裁判官の審理運営方針を理解・共有し、主体的に合理的
な書記官事務を考えることが体得できるよう、紛争解決に向けた事件の進行の中における個々の事務
の法的意義や位置付けを意識して、当該事務の在り方を学修することに重点を置いている。具体的に
は、 これまで、法律科目 （民事訴訟法や刑事訴訟法） と実務科目 （受付、送達、調書など）におい
て、科目ごとに個別に授業を実施していたものを、模擬の事件記録を利用し、事件の手続を進行させ
る中で、手続の各時点において関連する法律・実務を横断的に学修することにしている。また、講義
中心の学修方法を見直し、①課題を提示した上で、②研修生の個別検討やグループ討議等で主体的に
検討させ、③その検討結果を発表し、講評を行うというアクティブラーニングの手法を取り入れてい
る。

さらに、裁判手続のデジタル化を見据え、裁判現場の裁判所書記官と同等な環境下において実務に
即したより実践的な知識・技能を獲得することを目指して、研修生にはネット通信環境を備えたPC
を一人に1台ずつ貸与しており、今年度からは所属庁での実務修習や裁判事務修習等において利用で
きるPCも整備し、学修環境のデジタル化を図っている。
この他、実務修習の充実を図るため、指導官となる地家裁の主任書記官等に向けて、指導の参考と
して、養成課程カリキュラムの概要や実務修習での指導上の留意点等を説明する動画を作成し、令和
6年7月から9月までの間ウエブで視聴できるようにした。

'

2家庭裁判所調査官養成課程

概要等

家裁調査官の役割・機能を十全に発揮するための基盤となる実務能力及ひ
な執務姿勢を身に付けることを目的とし、常に、 自立性、能動性及び積極性
む意識の向上を目指した指導を実施している。予修期（所属庁） 、前期合辰
習（所属庁） 、後期合同研修（総研） とで構成されているところ、総研に主
論面と実務での実践を連動させて学ぶことを通じて、所属庁での多様な実溌
や、体験により得た学びの整理、強化（後期）を図っている。

第21期前期合同研修

実務修習への導入として、調査事務の遂行に必要な基本的な知識及び技能
識及び技能を実務修習で使うことができるよう講義・演習等を行った。家裁
考え方を踏まえた行動科学の知見等に基づく調査仮説の形成や、事例理解⑦
で、 自分でよく考え、状況に応じて思考を展開させる力を育てることを重複
相互議論による調査事務の質の向上を意識させるために、グループ討議のス
た講義及び演習を実施した。面接技法演習においては、研修生全員につき、
ロールプレイを実施し、録画したものの振り返りをさせるなど丁寧な指導を
査のロールプレイも実施した。
関係機関(児童自立支援施設)の｢国立きい川学院」の見学を実施した。
篭2．0期格期合同研修

唾HEノ、

て職務
総研）
同研修
の道ス
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番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

64 第 20 期

5． 4． 1(士） 入所
4． 3(月)～実務修習（予修期）

(4.6～10を除く。 ）
5． 8(月） 入所式
5． 8(月)～前期合同研修
7.18(火)～実務修習

6. 9.17(火)～後期合同研修
7. 3.25(火） 修了

2年 53

令和5年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の

65 第 21 期

6． 4． 1(月） 入所
・ 4． 1(月)～実務修習（予修期）

(4.4～8を除く。 ）
5． 7(火） 入所式
5． 7(火)～前期合同研修
7. 16(火)～実務修習

7． 9． 中旬～後期合同研修
8． 3．下旬 修了

2年 54

令和6年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の



前期合同研修及び実務修習の成果と関連付けながら、事務の遂行に必要な知識や技能を体系的
に整理させ、個々の事件に応じた事務の在り方を考え、状況に応じてその思考を展開させる実践
的な能力を高めることができるようにカリキュラムを構成している。
家裁調査官の役割・機能である行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整は、裁判に役立つ
ものとする必要があるとの観点から、家裁調査官が備えるべき専門性の意義、内容を一層明確に
し強化することによって、より良い審理・判断の実現に寄与することが重要であることから、①
個々の事件の個別性を踏まえ、行動科学の知見等を適切に活用するための基盤となる知見等の本
質、基本的部分を見いだし、他の事案に活用、応用するための視点を考察、獲得すること、②関
係職種との連携・協働に向けて、主体的に関係職種と相互議論を重ねる過程を通じて、各職種の
専門性を補完、補充し合う関係を構築するための能動的、実践的行動につなげる執務姿勢を酒養
することに重点を置いている。また、③裁判事務のデジタル化を踏まえ、カリキュラム内容も工
夫した。
①に関しては、任官後の執務に必要となる基本的な行動科学の知見等の確実な修得を第一とし
つつ、実務において知見等を適切に活用するための汎用的な視点を見いだしたり、任官後に、主
体的に問題意識を持って研さんを重ねていく執務姿勢等を身に付けたりするために、 5名程度の
グループで、一定のテーマに関し、各自の実務修習での経験を省みて知見等の意義について理解
を深めるための研究を行うカリキュラムを試行している。また、事実の収集力の向上に重点を置
き、事実の収集の場面における知見等の活用を強化するための討議やロールプレイ等の体験学習
も行っている。②に関しては、関係職種との連携・協働に向けた家裁調査官の役割の発揮や相互
議論の重要性を学ぶとともに、主体的に相互議論を行うという行動様式を身に付けるよう指導
し、実務修習での学びを強化している。③に関しては、書記官養成課程と合同で事務総局講師か
ら講義を受けた上で、職種混合で討議を行うとともに、調査官養成課程単独で、 リモート調査に
ついて、対面調査との比較、利点や留意点を討議する機会を設ける予定である。
(2) その他

裁判所を取り巻く社会情勢や組織課題についての講義、関係機関職員である外部講師による講
義において、裁判所職員、特に総合職採用の職員としての意識を酒養したり、 自身の事務を発展
的に考えることにつなげたりする機会を設けている。また、カリキュラム全体を通じて、家裁調
査官の役割・機能を踏まえた事務の在り方を考えさせたり、関係職種との相互議論によって、 よ
り良い裁判に向けて向上を図り職種間の連携・協働を充実させることを意識付ける指導を行って
いる。

なお、関係機関見学として、医療少年院「東日本少年矯正医療・教育センター」 、児童自立支
援施設「国立武蔵野学院」及び｢川越少年刑務所」の見学のほか、精神科病院及び保育園の見学
実習も実施する予定である。

＜その他＞【研究等】

【第1研究室】

書記官実務研究報告書第21号「財産開示事件及び第三者からの情報取得事件に関する書記官事務
の研究」を、令和6年度中に発行する予定である。

【第2研究室】

1 家裁調査官研究紀要

家裁調査官研究紀要第34号を、令和6年度中に発行する予定である。

2調査事務上の課題についての基礎的研究

家事事件及び少年事件について、行動科学の最新の知見、法改正に伴う各種情報等を収集し、整
理して、各種研究の立案、指導に生かすとともに、教官室との情報の共有を図っている。

3調査事務に関するノウハウの収集と整理

行動科学に関する雑誌や書籍の中から家裁調査官の執務に役立つ論文等を「家裁調査官雑誌文献
情報」 として作成し、 So-Lab:ソウラボ（総研コンテンツ）に掲載している。
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